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春日市原町３－１－７  クローバープラザ西棟６階 
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福岡県保育士就職支援資金の概要 

 

１ 福岡県保育士就職支援資金とは 

保育士の離職防止や潜在保育士（保育士資格を有するが、保育士として勤務していない者）

の再就職支援を目的に資金を貸付け、地域の保育人材の確保を図るもので、次の４つの貸付が

あります。 
１ 保育補助者雇上費貸付  

保育補助者（保育士資格を持たない保育士の補助を行う者）の雇上げを行う施設又は事

業者に対し必要な資金を貸付けます。 
２ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 
 未就学児を持つ保育士に対し保育料の一部を貸付けます。 

３ 就職準備金貸付 
  潜在保育士に対し、再就職のための準備に必要な資金を貸付けます。 
４ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 
  未就学児を持つ保育士に対し預かり支援事業利用料金の一部を貸付けます。 
 

２ 貸付対象者 

福岡県保育士就職支援資金（以下「就職支援資金」）の貸付を受けることができる者は、次に

掲げる要件を備えていなければなりません。また、他から同種の資金を既に受けている場合は

貸付を受けることはできません。 
１ 保育補助者雇上費貸付 

以下のいずれかの要件を満たす新たに保育補助者の雇上げを行う県内（指定都市を除く）

の施設又は事業者であること。 
ア 保育所及び幼保連携型認定こども園（地方公共団体が運営するものを除く。） 
イ 小規模保育事業を行う者 
ウ 事業所内保育事業を行う者 
エ 企業主導型保育事業を行う者 
 ※アの保育所は保育所型認定こども園が含まれます。 
※イ、ウは、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の算定対象となる者を雇上げ

る場合は貸付対象となりません。 
※エは、企業主導型保育事業費補助金において算定の対象となる者を雇上げる場合は貸

付対象となりません。 
（保育補助者の要件）次のうちいずれかに該当する者 
① 保育所又は認定こども園で保育業務に従事した期間がある者 
② 家庭的保育者 
③ 子育て支援員研修を修了した者（勤務開始後に受講予定である者を含む。） 

２ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 
以下のいずれかの要件を満たす者。ただし、保育士として週２０時間以上の勤務を要す

ること。 



   ア 未就学児を持つ保育士で、県内（指定都市を除く）の保育所等に新たに勤務する者 
   イ 県内（指定都市を除く）の保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士であって、

産後休暇又は育児休業から復帰する者 
３ 就職準備金貸付 

  以下の要件のいずれも満たす者。ただし、保育士として週２０時間以上の勤務を要すること。

また、「福岡県保育士修学資金貸付事業」における就職準備金の加算を受けた者を除く。 

ア 以下に掲げる施設又は事業を離職した者又は当該施設又は事業に勤務経験のない者 

（ア） 保育所及び幼保連携型認定こども園 

（イ） 家庭的保育事業 

（ウ） 小規模保育事業 

（エ） 事業所内保育事業 

（オ） 幼稚園 

イ 県内の保育所等に新たに勤務する者 

４ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 
  以下の要件をいずれも満たす保育所等に雇用されている保育士 
 ア 未就学児を持ち、保育所等を利用している者 
 イ 保育所等の勤務の時間帯により、子どもの預かり支援に関する事業を利用する者 
 
（注）２～４の保育所等の対象施設、事業は「別添 保育所等の範囲」（Ｐ７）を参照してく

ださい。 
 

３ 貸付額及び貸付期間 

就職支援資金として貸付する金額は次のとおりです。 
なお、貸付利息はありません。 
１ 保育補助者雇上費貸付 
ア １人の場合   年額２９５万３千円以内（勤務開始日から３年間を限度） 
イ ２人以上の場合 年額５１６万８千円以内（勤務開始日から３年間を限度） 
 ※イは４月１日における常勤の保育士に占める未就学児を持つ保育士の割合が２割以上

の施設又は事業所に限ります。 
２ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 

保育料の半額で、月額２万７千円を上限（勤務開始日から１年間を限度） 
  ３ 就職準備金貸付 

  ４０万円以内（１回限り） 

  ※前年度の福岡県の保育士の有効求人倍率が一定以下の場合、２０万円以内となります。 

４ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 
    ファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッター派遣事業その他の預かり支援事

業の利用料金の半額で、年額１２万３千円以内（２年以内） 

   

４ 就職支援資金の貸付申請手続 

就職支援資金の貸付を希望する者は、保育士就職支援資金貸付申請書（様式第１号）に必要

事項を記入し、次に掲げる書類を添付し、勤務する保育所等が所在する市町村の保育担当窓口



の確認を受けた上で、福岡県社会福祉協議会（総務部 総務課）へ提出してください。 
※市町村窓口の確認を受けずに申し込まれても受付できますが、審査に時間を要する場合が 
あります。 
１ 保育補助者雇上費貸付 

ア 住民票（保育補助者） 

イ 保育補助者の要件を証する書類 

ウ 市町村保育担当窓口確認票 

※貸付により２人以上保育補助者を雇用する場合は、要件該当申請書（様式第２号） 

の提出が必要となります。 

２ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 
 ア 住民票（申請者、児童、保育料決定通知書を受けた者が確認できるもの） 
 イ 保育士証の写し 
 ウ 保育料決定通知書の写し 
 エ 市町村保育担当窓口確認票 
３ 就職準備金貸付 

ア 住民票 

イ 保育士証の写し 

ウ 市町村保育担当窓口確認票 

４ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 
   ア 住民票（申請者、児童） 

 イ 保育士証の写し 
 ウ 児童の保育所等利用が確認できる書類 
 エ 勤務時間帯が記載された書類 
 オ 預かり支援事業の利用時間帯及び料金が記載された書類 
 カ 市町村保育担当窓口確認票 

 

申請者セルフチェックシート（Ｐ２２～２５）を活用して記載漏れ、添付書類の漏れがな

いか確認をお願いします。 

 

５ 貸付対象者の選考及び貸付契約の締結 

就職支援資金の貸付を希望する者の申請により選考を行い、貸付決定通知を受けた者と貸借

契約を締結しますので次の書類を福岡県社会福祉協議会（総務部 総務課）へ提出してくださ

い。 
１ 保育士就職支援資金貸借契約書（様式第５号）２部 

※連帯保証人は印鑑証明書１部を添付 

２ 保育士就職支援資金振込口座申請書（Ｐ１３０） 

 

６ 連帯保証人 

連帯保証人１名が必要となります。 
貸付を受けようとする者が未成年者の場合には、連帯保証人は、その者の親権者又は後見人



でなければなりません。 
※ 貸付資金を確実に返済できる収入等がある者を連帯保証人としてください。 

 

７ 貸付の休止 

貸付対象者（保育補助者雇上費貸付の場合は保育補助者）が休職したときは、休職した日の

属する月の翌月分から復職した日の属する月の分までの就職支援資金の貸付を休止します。 
ただし、休止期間は定められた貸付期間の範囲内とし、休止期間分の貸付が定められた貸付

期間以降に繰越すことはありません。 
 

８ 貸付契約の解除 

次の場合、貸付契約が解除となります。 
１ 保育補助者雇上費貸付 
ア 保育補助者が退職し、直ちに貸付要件を満たす新たな保育補助者の雇上を行わなかっ

たとき。 
イ 保育補助者が心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき

であって、直ちに貸付要件を満たす新たな保育補助者の雇上を行わなかったとき。 
ウ 保育補助者が死亡し、直ちに貸付要件を満たす新たな保育補助者の雇上を行わなかっ

たとき。 
   エ 就職支援資金の貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たとき。 

オ その他貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 
２ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 
ア 退職したとき。 
イ 心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 
ウ 死亡したとき。 

   エ 就職支援資金の貸付期間中に貸付契約の解除を申し出たとき。 
オ その他貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

３ 就職準備金貸付 
ア 退職したとき。 
イ 心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 
ウ 死亡したとき。 

 エ その他貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 
４ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 
ア 退職したとき。 
イ 心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 
ウ 死亡したとき。 

 エ その他貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 
 

９ 返還の債務の当然免除 

次の場合、貸付を受けた就職支援資金の返還の債務を免除します。 
１ 保育補助者雇上費貸付 



ア 貸付を受けた保育所において、保育補助者が保育の補助等に従事し、かつ、貸付を受

ける期間中に保育士資格を取得したとき又は当該貸付終了後１年の間に保育士資格を

取得することが見込まれるとき。 
イ アの業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する

心身の故障のため業務に従事できなくなったとき。 
  ２ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 
   ア 貸付を受けた者が県内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ、２年間引き

続きこれらの業務に従事したとき。 
※ 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合

は、引き続き従事しているものとみなしますが、従事期間には算入しません。 
※ 人事異動等により、県外において従事した場合は、従事期間に算入します。 

 ※ 転職等により、指定都市内において従事した場合は、従事期間に算入します。 
イ アの業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する

心身の故障のため業務に従事できなくなったとき。 
３ 就職準備金貸付 

   ア 貸付を受けた者が県内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ、２年間引き

続きこれらの業務に従事したとき。 
※ 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合

は、引き続き従事しているものとみなしますが、従事期間には算入しません。 
※ 人事異動等により、県外において従事した場合は、従事期間に算入します。 

 ※ 転職等により、指定都市内において従事した場合は、従事期間に算入します。 
イ アの業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する

心身の故障のため業務に従事できなくなったとき。 
４ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 
ア 貸付を受けた者が県内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ、２年間引き

続きこれらの業務に従事したとき。 
※ 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合

は、引き続き従事しているものとみなしますが、従事期間には算入しません。 
※ 人事異動等により、県外において従事した場合は、従事期間に算入します。 

 ※ 転職等により、指定都市内において従事した場合は、従事期間に算入します。 
イ アの業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する

心身の故障のため業務に従事できなくなったとき。 
 

10 返還 

次の場合、事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸付を受けた期間の２倍に相当

する期間内（１年間借り受けた場合は２年以内、３年間借り受けた場合６年以内の期間）に返

還しなければなりません。（経済状況等やむを得ない事情により期間内の返還が困難と認めら

れた場合は、貸付を受けた期間の４倍に相当する期間内とします。） 
１ 貸付契約が解除されたとき。 
２ 県内において返還免除対象業務に従事しなかったとき（保育補助者雇上費貸付の場合は

貸付を受けた保育所において保育補助者を返還免除対象業務に従事させなかったとき）。 



３ 県内において返還免除対象業務に従事する意思がなくなったとき（保育補助者雇上費貸

付の場合は貸付を受けた保育所において返還免除対象業務に保育補助者を従事させる意

思がなくなったとき）。 
４ （貸付を受けた者又は保育補助者が）業務外の事由により死亡し、又は心身の故障によ

り業務に従事できなくなったとき。 
 

11 延滞利息 

返還すべき者が正当な理由がなく返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき

日の翌日から起算して返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額に年５％の割合で計

算した延滞利息を支払わなければなりません。 
 

12 返還の債務の履行猶予 

次の場合、その事由が継続している期間、返還の債務の履行を猶予することができます。 
１ 県内において返還免除対象業務に従事しているとき（保育補助者雇上費貸付の場合は保

育補助者が貸付を受けた保育所において返還免除対象業務に従事しているとき）。 
２ 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があるとき。（当該事由が発生したとき、既に

履行期限の到来しているものは除く。） 
 

13 返還の債務の裁量免除 

次の場合、貸付を受けた就職支援資金（既に返還を受けた金額を除く。）の返還の債務の全

部又は一部を免除することができます。 
１ 死亡又障害により貸付を受けた就職支援資金を返還することができなくなったときは、

返還の債務の額の全部又は一部。 
２ 県内において（保育補助者雇上費貸付の場合は貸付を受けた保育所において保育補助者

が）１年以上返還免除対象業務に従事したときは、返還の債務の額の一部。（本人の責に

よる免職や恣意的な退職には適用されません。また、貸付の種類によって計算式が異なり

ます。） 
 

   【貸付を受けた保育補助者が３年間勤務した場合の裁量免除の額】 
    裁量免除の額＝貸付額×３６月（従事期間）÷【３６月（貸付期間）×４／３】 
          ＝貸付額×３／４ 

→貸付額の７５％が免除される場合があります。 
 

【保育料の一部貸付を受けた者が１年間勤務した場合の裁量免除の額】 
    裁量免除の額＝貸付額×１２月（従事期間）÷２４ 
          ＝貸付額×１／２ 

→貸付額の５０％が免除される場合があります。 
 
 
 



 
別添 
保育所等の範囲 
 
（ア） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条に規定する保育所 
（イ） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号)第１条に規定する「幼稚園」のうち、教育時間の

終了後等に行う教育活動(預かり保育)を常時実施している施設又は（ウ）に定める「認定

こども園」への移行を予定している施設 

（ウ） 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成１８年法

律第７７号)第２条第６項に規定する「認定こども園」 

（エ） 児童福祉法第６条の３第９項に規定する「家庭的保育事業」であって、同法第３４条の

１５第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を受けたもの 

（オ） 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する「小規模保育事業」であって、同法第３４条

の１５第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を受けたも

の 

（カ） 児童福祉法第６条の３第１１項に規定する「居宅訪問型保育事業」であって、同法第３

４条の１５第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を受け

たもの 

（キ） 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する「事業所内保育事業」であって、同法第３４

条の１５第１項の規定により市町村が行うもの及び同条第２項の規定による認可を受けた

もの 

（ク） 児童福祉法第６条の３第１３項に規定する「病児保育事業」であって、同法第３４条の

１８第１項の規定による届出を行ったもの 

（ケ） 児童福祉法第６条の３第７項に規定する「一時預かり事業」であって、同法第３４条の

１２第１項の規定による届出を行ったもの 

（コ） 子ども・子育て支援法(平成２４年法律第６５号)第３０条第１項第４号に規定する離島

その他の地域において特例保育を実施する施設 

（サ） 児童福祉法第６条の３第９項から第１２項までに規定する業務又は第３９条第１項に規

定する業務を目的とする施設であって法第３４条の１５第２項、第３５条第４項の認可又

は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律１７条第１項

の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、地方公共団体における単独保育施策

(いわゆる保育室・家庭的保育事業に類するもの)において保育を行っている施設 

（シ） 子ども・子育て支援法第５９条の２第１項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、

「平成２８年度企業主導型保育事業等の実施について」の別紙「平成２８年度企業主導型

保育事業費補助金実施要綱」の第２の１に定める企業主導型保育事業 
 
 
 



 〔保育補助者雇上費貸付申請手続・契約等の流れ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村保育担当窓口確認票①

（Ｐ２０） 

施設又は事業所の所在市町村

で、要件に該当するか事前確

認を受けてください。 

決定通知 ＋ 

契約書 

市
町
村(

保
育
担
当
窓
口)

 

県 

社 

協
（
総
務
課
） 

申 
 
 

請 
 
 

者 

※契約完了 

申請書（様式第１－１号） 

・住民票（保育補助者） 
・保育補助者の要件を証する書類 
市町村保育担当窓口確認票① 

  ＋ 

契約書（様式第５－１号）２部 

※申請者、連帯保証人 
・印鑑証明書（連帯保証人）１部 
・振込口座申請書 
 

入金 

返還当然免除届（様式第９－１号） 

・保育士証の写し又は取得見込みを

証する書類 

【返還免除】保育士資格取得又は１年以内取得見込みの場合 

【返還】保育士資格取得できずに補助者が退職した場合 
退職届（様式第２４－１号） 

・在職証明書その２（旧従事先） 
返還明細書（様式第１２－１号） 

※一部免除（１年以上従事）の場合 
返還免除申請書（様式第１８－１号） 



〔未就学児保育料の一部貸付申請手続・契約等の流れ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村保育担当窓口確認票①

（Ｐ２０） 

勤務する保育所等の所在市町

村で、要件に該当するか事前

確認を受けてください。 

決定通知 ＋ 

契約書 

市
町
村(

保
育
担
当
窓
口)

 

県 

社 

協
（
総
務
課
） 

申 
 
 

請 
 
 

者 

※契約完了 

申請書（様式第１－２号） 

・住民票（申請者、児童、保育料決

定通知を受けた者） 
・保育士証の写し 
・保育料決定通知書の写し 
市町村保育担当窓口確認票① 

  ＋ 

契約書（様式第５－２号）２部 

※申請者、連帯保証人 
・印鑑証明書（連帯保証人）１部 
・振込口座申請書 
 

入金 

返還当然免除届（様式第９－２号） 

・在職証明書その１（現在の従事先） 
 または、その２（旧従事先） 

【返還免除】県内の保育所等で２年間対象業務に従事した場合 

【返還】県内の保育所等で対象業務に従事しなくなった場合 

退職届（様式第２４－２号） 

・在職証明書その２（旧従事先） 
返還明細書（様式第１２－２号） 

※一部免除(１年以上従事)の場合 
返還免除申請書（様式第１８－２号） 



〔就職準備金貸付申請手続・契約等の流れ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村保育担当窓口確認票①

（Ｐ２０） 

勤務する保育所等の所在市町

村で、要件に該当するか事前

確認を受けてください。 

決定通知 ＋ 

契約書 

市
町
村(

保
育
担
当
窓
口)

 

県 

社 

協
（
総
務
課
） 

申 
 
 

請 
 
 

者 

※契約完了 

申請書（様式第１－３号） 

・住民票 
・保育士証の写し 
市町村保育担当窓口確認票① 

  ＋ 

契約書（様式第５－３号）２部 

※申請者、連帯保証人 
・印鑑証明書（連帯保証人）１部 
・振込口座申請書 

入金 

返還当然免除届（様式第９－３号） 

・在職証明書その１（現在の従事先） 
 または、その２（旧従事先） 

【返還免除】県内の保育所等で２年間対象業務に従事した場合 

【返還】県内の保育所等で対象業務に従事しなくなった場合 
退職届（様式第２４－２号） 

・在職証明書その２（旧従事先） 
返還明細書（様式第１２－３号） 

※一部免除(１年以上従事)の場合 
返還免除申請書（様式第１８－３号） 



〔預かり支援利用料の一部貸付申請手続・契約等の流れ〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村保育担当窓口確認票①＋② 

（Ｐ２０、２１） 

勤務する保育所等の所在市町村で、

要件に該当するか事前確認を受け

てください。 

決定通知 ＋ 

契約書 

市
町
村(

保
育
担
当
窓
口) 

県 

社 

協
（
総
務
課
） 

申 
 
 

請 
 
 

者 

※契約完了 

申請書（様式第１－４号） 

・住民票（申請者、児童） 
・保育士証の写し 
・保育所等入所確認書類 
・勤務時間記載書類 
・利用料金等記載書類 
市町村保育担当窓口確認票①＋② 

  ＋ 

契約書（様式第５－４号）２部 

※申請者、連帯保証人 
・印鑑証明書（連帯保証人）１部 
・振込口座申請書 

入金 

返還当然免除届（様式第９－４号） 

・在職証明書その１（現在の従事先） 
 または、その２（旧従事先） 

【返還免除】県内の保育所等で２年間対象業務に従事した場合 

【返還】県内の保育所等で対象業務に従事しなくなった場合 
退職届（様式第２４－２号） 

・在職証明書その２（旧従事先） 
返還明細書（様式第１２－４号） 

※一部免除(１年以上従事)の場合 
返還免除申請書（様式第１８－４号） 



 
提出書類一覧 

 

 
 就職支援資金の貸付を受けた者は、返還を免除されるか、又は返還を完了するまでいろいろな

届出等を行う必要があります。 
 これらの届出等は、返還の免除や返還の猶予などの申請を行う場合の重要な証拠書類となり、

届出を怠ると返還の免除や猶予が受けられなくなることがありますから、事実の発生した日から

１５日以内に必ず届出を行うようにしてください。 
 
 ここに例示のないケースについては、個別にお問い合わせください。 
 
１ 保育補助者雇上費貸付 
（１）貸付の申請をするとき 

提出書類名 様式番号 備考 

保育士就職支援資金 

貸付申請書 

第１－１号 

（Ｐ40、41） 

住民票（保育補助者）、保育補助者の要件を 

証する書類、市町村保育担当窓口確認票① 

（Ｐ20）を添付 

要件該当申請書 
第２号 

（Ｐ48、49） 

※貸付により２名以上保育補助者を雇用する 

場合のみ提出 

保育士就職支援資金 
貸借契約書 

第５－１号 
（Ｐ58、59） 

様式に申請者・連帯保証人の記名押印(実印) 

し、収入印紙を貼付のうえ２部提出する 

※連帯保証人の印鑑証明書１部を添付 

 

振込口座申請書 （Ｐ130） 
 ※預金通帳（口座名義・口座番号の確認ができ

るもの）の写しを添付 

 
 

（２）貸付期間中に保育補助者に以下の事由が生じたとき 
 

提出書類名 様式番号 備考 

休職、復職、停職届 
第２０－１号 

（Ｐ116） 
保育補助者が休職、復職、停職したとき 

保育補助者変更届 
第２１号 

（Ｐ118） 

保育補助者の退職後、新たに保育補助者を雇 

用したとき※住民票、保育補助者の要件を示 

す書類を添付 

 
 
（３）貸付期間中に保育補助者が保育士資格を取得したとき又は貸付終了後１年の間に保育士資格

を取得することが見込まれるとき 

   ※全額免除 
 

提出書類名 様式番号 備考 

保育士就職支援資金 

返還当然免除事実発生届 

第９－１号 

（Ｐ74） 

※保育士証の写し、又は資格取得見込みを証 

する書類を添付 

 

 

（４）貸付期間中（従事期間１年未満）に辞退又は保育補助者が退職し、新たに雇用しないとき 

   ※全額返還 



 
 

提出書類名 様式番号 備考 

辞退届 
第２２－１号 

（Ｐ119） 
貸付を辞退するとき 

 

退職届 
第２４－１ 

（Ｐ122） 

※在職証明書その２（旧従事先）（Ｐ129） 

を添付 

 
保育士就職支援資金 

返還明細書 

第１２－１号 

（Ｐ86） 

返還期間・金額について、県社協に事前に確 

認すること 

 

（５）貸付期間中（従事期間１年以上）に辞退又は保育補助者が退職し、新たに雇用しないとき 

   ※返還債務一部免除される場合 
 提出書類名 様式番号 備考 

辞退届 
第２２－１号 

（Ｐ119） 
貸付を辞退するとき 

 

退職届 
第２４－１号 

（Ｐ122） 

※在職証明書その２（旧従事先）（Ｐ129） 

を添付 

 

 保育士就職支援資金 

返還免除申請書 

第１８－１号 

（Ｐ110） 

※休職または停職等がある場合はその期間を 

証明する書類を添付 

 
保育士就職支援資金 

返還明細書 

第１２－１号 

（Ｐ86） 

返還期間・金額について、県社協に事前に確 

認すること 

 

（６）貸付期間終了時に保育補助者が保育士資格の取得ができず、かつ今後１年で取得の見込みも

なく、退職するとき 

   ※返還債務一部免除される場合 
 提出書類名 様式番号 備考 

退職届 
第２４－１号 

（Ｐ122） 

※在職証明書その２（旧従事先）（Ｐ129） 

を添付 

 
保育士就職支援資金 

返還免除申請書 

第１８－１号 

（Ｐ110） 

※休職または停職等がある場合はその期間を 

証明する書類を添付 

 

 保育士就職支援資金 

返還明細書 

第１２－１号 

（Ｐ86） 

返還期間・金額について、県社協に事前に確 

認すること 

 

（７）貸付期間終了時に保育補助者が保育士資格の取得ができず、かつ今後１年で取得の見込みも

なく、引き続き返還免除対象業務に従事するとき 
 提出書類名 様式番号 備考 

保育士就職支援資金 

返還猶予申請書 

第１５－１号 

（Ｐ98） 

貸付終了後、引き続き業務に従事していると 

き。猶予期間は「従事予定期間」 

※在職証明書その１（現在の従事先）（Ｐ128）

を添付 



（８）（７）の返還猶予期間中に保育補助者が退職するとき 

   ※返還債務一部免除される場合 
 

提出書類名 様式番号 備考 

退職届 
第２４－１号 

（Ｐ122） 

※在職証明書その２（旧従事先）（Ｐ129）を 

添付 

 
保育士就職支援資金 

返還免除申請書 

第１８－１号 

（Ｐ110） 

※休職または停職等がある場合はその期間を 

証明する書類を添付 

 

 保育士就職支援資金 

返還明細書 

第１２－１号 

（Ｐ86） 

返還期間・金額について、県社協に事前に確 

認すること 

 

 

２ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 
（１）貸付の申請をするとき 
 

提出書類名 様式番号 備考 

保育士就職支援資金 

貸付申請書 

第１－２号 

（Ｐ42、43） 

住民票(申請者、児童、保育料決定通知書を受 

けた者が確認できるもの)、保育士証の写し、 

保育料決定通知書の写し、市町村保育担当窓 

口確認票①（Ｐ20）を添付 

 

保育士就職支援資金 

貸借契約書 

第５－２号 

（Ｐ62、63） 

様式に申請者・連帯保証人の記名押印(実印) 

し、収入印紙を貼付のうえ２部提出する 

※連帯保証人の印鑑証明書１部を添付 

 

振込口座申請書 （Ｐ130） 
※預金通帳（口座名義・口座番号の確認ができる

もの）の写しを添付 

 

 

（２）貸付期間中に貸付を受けた者に以下の事由が生じたとき 
 

提出書類名 様式番号 備考 

保育士就職支援資金 

貸付変更申請書 

第６－１号 

（Ｐ68） 

保育料の変更により貸付額を変更するとき 

※保育料決定通知書の写しを添付 

休職、復職、停職届 
第２０－２号 

（Ｐ117） 
休職、復職、停職したとき 

 

業務従事先変更届 
第２３号 

（Ｐ121） 

転職等により県内で従事先を変更するとき 

（従事先が県内でない場合は退職届を提出） 

※在職証明書その１（現在の従事先）、その２

（旧従事先）（Ｐ128、129）を添付 

※新しい従事先の市町村保育担当窓口確認票①

（Ｐ20）を添付 



 

（３）貸付期間（１年以内）が終了後、貸付を受けた者が引き続き返還免除対象業務に従事してい

るとき 
 

提出書類名 様式番号 備考 

保育士就職支援資金 

返還猶予申請書 

第１５－２号 

（Ｐ99） 

貸付終了後、引き続き業務に従事していると 

き。猶予期間は「当然免除予定までの期間」 

※在職証明書その１（現在の従事先）（Ｐ128）

を添付 

 

 

（４）貸付を受けた者が２年間返還免除対象業務に従事したとき 

   ※全額返還債務免除される場合 
 

提出書類名 様式番号 備考 

保育士就職支援資金 

返還当然免除事実発生届 

第９－２号 

（Ｐ75） 

※在職証明書その１（現在の従事先）（Ｐ128）

を添付 

 

 

（５）辞退又は県内で返還免除対象業務に従事しなくなったとき（従事期間１年未満） 

   ※全額返還の場合 
 

提出書類名 様式番号 備考 

辞退届 
第２２－２号 

（Ｐ120） 
貸付を辞退するとき 

 

退職届 
第２４－２号 

（Ｐ123） 

※在職証明書その２（旧従事先）（Ｐ129）を 

添付 

 
保育士就職支援資金 

返還明細書 

第１２－２号 

（Ｐ87） 

返還期間・金額について、県社協に事前に確 

認すること 

 

 

（６）辞退又は県内で返還免除対象業務に従事しなくなったとき（従事期間１年以上２年未満） 

   ※返還債務一部免除される場合 
 

提出書類名 様式番号 備考 

辞退届 
第２２－２号 

（Ｐ120） 
貸付を辞退するとき 

 

退職届 
第２４－２号 

（Ｐ123） 

※在職証明書その２（旧従事先）（Ｐ129）を添

付 

 

 保育士就職支援資金 

返還免除申請書 

第１８－２号 

（Ｐ111） 

※休職または停職等がある場合はその期間を 

証明する書類を添付 

 
保育士就職支援資金 

返還明細書 

第１２－２号 

（Ｐ87） 

返還期間・金額について、県社協に事前に確 

認すること 

 



 

３ 就職準備金貸付 
（１）貸付の申請をするとき 
 

提出書類名 様式番号 備考 

保育士就職支援資金 

貸付申請書 

第１－３号 

（Ｐ44、45） 

住民票(申請者)、保育士証の写し、 

市町村保育担当窓口確認票①（Ｐ20）を添付 

 

保育士就職支援資金 

貸借契約書 

第５－３号 

（Ｐ64、65） 

様式に申請者・連帯保証人の記名押印(実印) 

し、収入印紙を貼付のうえ２部提出する 

※連帯保証人の印鑑証明書１部を添付 

 

振込口座申請書 （Ｐ130） 
※預金通帳（口座名義・口座番号の確認ができる

もの）の写しを添付 

 
（２）貸付を受け、返還免除対象業務に従事を開始したとき 
 

提出書類名 様式番号 備考 

保育士就職支援資金 

返還猶予申請書 

第１５－３号 

（Ｐ100） 

貸付を受け、従事を開始したとき 

猶予期間は「当然免除予定までの期間」 

※在職証明書その１（現在の従事先）（Ｐ128）

を添付 

 

（３）猶予期間中に貸付を受けた者に以下の事由が生じたとき 
 

提出書類名 様式番号 備考 

休職、復職、停職届 
第２０－２号 

（Ｐ117） 
休職、復職、停職したとき 

業務従事先変更届 
第２３号 

（Ｐ121） 

転職等により県内で従事先を変更するとき 

（従事先が県内でない場合は退職届を提出） 

※在職証明書その１（現在の従事先）、その２

（旧従事先）（Ｐ128，129）を添付 

※新しい従事先の市町村保育担当窓口確認票①

（Ｐ20）を添付 

 

（４）貸付を受けた者が２年間返還免除対象業務に従事したとき 

   ※全額返還債務免除される場合 
 

提出書類名 様式番号 備考 

保育士就職支援資金 

返還当然免除事実発生届 

第９－３号 

（Ｐ76） 

※在職証明書その１（現在の従事先）（Ｐ128） 

を添付 

 

 



（５）県内で返還免除対象業務に従事しなくなったとき（従事期間１年未満） 

   ※全額返還の場合 
 

提出書類名 様式番号 備考 

退職届 
第２４－２号 

（Ｐ123） 

※在職証明書その２（旧従事先）（Ｐ129） 

を添付 

 保育士就職支援資金 

返還明細書 

第１２－３号 

（Ｐ88） 

返還期間・金額について、県社協に事前に確 

認すること 

 

（６）県内で返還免除対象業務に従事しなくなったとき（従事期間１年以上２年未満） 

   ※返還債務一部免除される場合 
 

提出書類名 様式番号 備考 

退職届 
第２４－２号 

（Ｐ123） 

※在職証明書その２（旧従事先）（Ｐ129） 

を添付 

 
保育士就職支援資金 

返還免除申請書 

第１８－３号 

（Ｐ112） 

※休職または停職等がある場合はその期間を 

証明する書類を添付 

 

 保育士就職支援資金 

返還明細書 

第１２－３号 

（Ｐ88） 

返還期間・金額について、県社協に事前に確認 

すること 

 
 

 
４ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 
（１）貸付の申請をするとき 
 

提出書類名 様式番号 備考 

保育士就職支援資金 

貸付申請書 

第１－４号 

（Ｐ46、47） 

住民票(申請者、児童)、保育士証の写し、 

保育所等入所確認書類、勤務時間確認書類、 

利用料金等確認書類、市町村保育担当窓口確 

認票①＋②（Ｐ20、21）を添付  

保育士就職支援資金 

貸借契約書 

第５－４号 

（Ｐ66、67） 

様式に申請者・連帯保証人の記名押印(実印) 

し、収入印紙を貼付のうえ２部提出する 

※連帯保証人の印鑑証明書１部を添付 

 

振込口座申請書 （Ｐ130） 
※預金通帳（口座名義・口座番号の確認ができる

もの）の写しを添付 

 

 

（２）貸付期間中に貸付を受けた者に以下の事由が生じたとき 
 

提出書類名 様式番号 備考 

保育士就職支援資金 

貸付変更申請書 

第６－２号 

（Ｐ69） 

利用料金の変更により貸付額を変更するとき 

※利用料金等確認書類を添付 

休職、復職、停職届 
第２０－２号 

（Ｐ117） 
休職、復職、停職したとき 



 

業務従事先変更届 

第２３号 

（Ｐ121） 
 

転職等により県内で従事先を変更するとき 

（従事先が県内でない場合は退職届を提出） 

※在職証明書その１（現在の従事先）、その２（旧

従事先）（Ｐ128、129）を添付 

※新しい従事先の市町村保育担当窓口確認票①

（Ｐ20）を添付 

 
 
（３）貸付期間（２年以内）が終了後、貸付を受けた者引き続きが返還免除対象業務に従事してい

るとき 
 

提出書類名 様式番号 備考 

保育士就職支援資金 

返還猶予申請書 

第１５－４号 

（Ｐ101） 

貸付終了後、引き続き業務に従事していると 

き。猶予期間は「当然免除予定までの期間」 

※在職証明書その１（現在の従事先）（Ｐ128）

を添付 

 

 

（４）貸付を受けた者が２年間返還免除対象業務に従事したとき 

   ※全額返還債務免除される場合 
 

提出書類名 様式番号 備考 

保育士就職支援資金 

返還当然免除事実発生届 

第９－４号 

（Ｐ77） 

※在職証明書その１（現在の従事先）（Ｐ128）

を添付 

 

 

（５）辞退又は県内で返還免除対象業務に従事しなくなったとき（従事期間１年未満） 

   ※全額返還の場合 
 

提出書類名 様式番号 備考 

辞退届 
第２２－２号 

（Ｐ120） 
貸付を辞退するとき 

 

退職届 
第２４－２号 

（Ｐ123） 

※在職証明書その２（旧従事先）（Ｐ129）を 

添付 

 
保育士就職支援資金 

返還明細書 

第１２－４号 

（Ｐ89） 

返還期間・金額について、県社協に事前に確 

認すること 

 

 

（６）辞退又は県内で返還免除対象業務に従事しなくなったとき（従事期間１年以上２年未満） 

   ※返還債務一部免除される場合 
 

提出書類名 様式番号 備考 

辞退届 
第２２－２号 

（Ｐ120） 
貸付を辞退するとき 



 

退職届 
第２４－２号 

（Ｐ123） 

※在職証明書その２（旧従事先）（Ｐ129） 

を添付 

 

 保育士就職支援資金 

返還免除申請書 

第１８－４号 

（Ｐ113） 

※休職または停職等がある場合はその期間を 

証明する書類を添付 

 
保育士就職支援資金 

返還明細書 

第１２－４号 

（Ｐ89） 

返還期間・金額について、県社協に事前に確 

認すること 

 

 

 

５ その他 

（１）貸付を受けた者及び連帯保証人が氏名・住所等を変更した時 
 提出書類名 様式番号 備考 

 住所、氏名変更届 
第１９号 

（Ｐ114、115） 
※戸籍抄本または住民票を添付 

 
（２）貸付を受けた者又は保育補助者が死亡した時 

 提出書類名 様式番号 備考 

 死亡届 
第２５号 

（Ｐ124，125） 
 ※死亡診断書または戸籍抄本を添付 

 保育士就職支援資金 

返還当然免除事実発生届※１ 

第９号 

（Ｐ74、75、

76、77） 

県内で返還免除対象業務に従事している期間 

中に、業務上の事由により死亡したとき 

 ※事実を証明する書類を添付 

 保育士就職支援資金 

返還免除申請書※１ 

第１８号 

（Ｐ110、111、 

112、113） 

業務外の事由により死亡したとき 

※事実を証明する書類を添付 

※１ 死亡した事由により、いずれかを提出。 
 
 

 



貸付区分（番号を○で囲んでください。）

申請者（貸付区分「１」の場合は、施設又は事業者）

住所

氏名（施設名又は事業者名） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

勤務施設（貸付区分「１」の場合は記載不要）

住所

施設名又は事業者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　保育補助者
　　１
　　　　　雇上費貸付

　申請者は貴市町村に所在する以下の施設又は事業者ですか。
　（番号を○で囲んでください。）

　　１　保育所（公立除く）　　　２　幼保連携型認定こども園（公立除く）

　　３　小規模保育事業　　　　４　事業所内保育事業　　　　５　企業主導型保育事業

　　※　地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費若しくは企業主導型保育事業費補助金
　　　の算定対象者を雇上げる場合は貸付対象外となります。

　　　未就学児を持つ保育士
　２
　　　の保育料の一部貸付

　３　　　就職準備金貸付

　　　未就学児を持つ保育士
　４　の子どもの預かり支援
　　　事業利用料金一部貸付

　申請者の勤務先は貴市町村に所在する以下の施設又は事業者ですか。
　（番号を○で囲んでください。）

　　１　保育所　　　２　幼稚園のうち、預かり保育を常時実施している施設

　　３　幼稚園のうち、認定こども園への移行を予定している施設

　　４　認定こども園　　５　家庭的保育事業

　　６　小規模保育事業　　　　　　　７　居宅訪問型保育事業

　　８　事業所内保育事業　　　　　 ９　企業主導型保育事業

　　10　病児保育事業であって、知事に開始届出を行ったもの

　　11　一時預かり事業であって、知事に開始届出を行ったもの

　　12　離島その他の地域において特例保育を実施する施設

　　13　認可外保育施設のうち、貴市町村における単独保育施策において保育を行っている施設

　１．上記のとおり確認しました。

　２．当課で確認したところ対象施設ではありません。

令和　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村・担当課名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

担当者名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電話番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　３．当課では貸付対象施設か確認ができませんでした。福岡県社会福祉協議会にご相談ください。

福岡県保育士就職支援資金貸付（市町村保育担当窓口確認票①）

貸付区分 市町村確認項目

この書類は、勤務する施設等が所在する市町村に提出してください。
　
　市町村保育担当窓口　　御中
　
　上記貸付を受けるにあたり、下記項目の確認をお願いします。

　　１　保育補助者雇上費貸付　　 ２　未就学児を持つ保育士の保育料の一部貸付
　　３　就職準備金貸付　　　　　　　４　未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金一部貸付



貸付区分

申請者

住所
〒

氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

申請者の児童の氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請者の児童の預け先施設等

住所
〒

施設名又は事業者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　未就学児を持つ保育士
　
    の子どもの預かり支援
　
    事業利用料金一部貸付

　申請者の児童の預け先は貴市町村に所在する以下の施設又は事業者ですか。
　（番号を○で囲んでください。）

　　１　保育所　　　２　幼稚園のうち、預かり保育を常時実施している施設

　　３　幼稚園のうち、認定こども園への移行を予定している施設

　　４　認定こども園　　５　家庭的保育事業

　　６　小規模保育事業　　　　　　　７　居宅訪問型保育事業

　　８　事業所内保育事業　　　　　 ９　企業主導型保育事業

　　10　病児保育事業であって、知事に開始届出を行ったもの

　　11　一時預かり事業であって、知事に開始届出を行ったもの

　　12　離島その他の地域において特例保育を実施する施設

　　13　認可外保育施設のうち、貴市町村における単独保育施策において保育を行っている施設

　１．上記のとおり確認しました。

　２．当課で確認したところ対象施設ではありません。

令和　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　市町村・担当課名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

担当者名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電話番号（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　３．当課では貸付対象施設か確認ができませんでした。福岡県社会福祉協議会にご相談ください。

福岡県保育士就職支援資金貸付（市町村保育担当窓口確認票②）

この書類は、児童の預け先施設等が所在する市町村に提出してください。
　
　市町村保育担当窓口　　御中
　
　上記貸付を受けるにあたり、下記項目の確認をお願いします。

　　未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金一部貸付

貸付区分 市町村確認項目



貸付対象事業 　市町村保育担当窓口確認票①で対象施設か確認を受けましたか。 □

申請者 　申請書に施設代表者の記名・押印はありますか。 □

　雇用する保育補助者は次のいずれに該当しますか。
　（番号を○で囲んでください。）

　１　保育所又は認定こども園で保育業務に従事経験がある者

　２　家庭的保育者または子育て支援員研修を修了した者

　３　保育に関する40時間以上の実習を受けた者

　４　勤務開始後に保育に関する40時間以上の実習を受ける予定である者

　上記１の場合、在職証明書（その２）を添付していますか。

　上記２及び３の場合、研修修了証書または保育補助者実習等修了証明書の写しが添付されてい
　ますか。

　保育補助者はいつから雇用するか、申請書の誓約欄に記載がありますか。

　また、勤務開始から１年以内ですか。
□

　２人以上雇用の場合、要件該当申請書（様式第２号）が添付されていますか。

　※様式２号の記載内容や添付書類は事前に県社協にご相談ください。
□

　保育補助者の住民票は添付されていますか。 □

　総額は年額（2,953,000円以内）×貸付年数となっていますか。
　※2人以上雇用の場合は年額（5,168,000円以内）

□

　貸付希望期間は年単位かつ３年以内となっていますか。 □

勤務環境
改善計画

　保育士の勤務環境改善計画の記載がありますか。 □

連帯保証人 　連帯保証人の記載がありますか。 □

　貸借契約書に記載漏れはありませんか。(特に、表面・上部の記名は記載漏れが多いです）
　書き損じがある場合は訂正印が押されていますか。

□

　貸借契約書２部のうち１部に収入印紙を貼付し、申請者、連帯保証人の割印をしていますか。
　※貸付決定後、契約書のもう１部に本会が収入印紙を貼付し割印をして送付しますので、申請者・
　連帯保証人の割印をお願いします。貼付・割印の方法については記入例を参照して下さい。

□

　連帯保証人の印鑑証明書１部を添付していますか。 □

　振込口座申請書を添付していますか。
　口座名義・口座番号の確認ができる預金通帳の写しを添付していますか。

□

貸借契約書
(様式第５－１号)
※２部必要です

保育補助者

貸付金額

□

（申請者セルフチェックシート）
福岡県保育士就職支援資金貸付（保育補助者雇上費貸付）

区分 確認項目 チェック欄

記載漏れ、添付書類の漏れがないか確認をお願いします。



勤務施設 　市町村保育担当窓口確認票①で貸付対象か確認を受けましたか。 □

　就職（復帰）日から１年以内ですか。 □

　申請書の誓約欄にある勤務する施設の該当番号を○で囲んでいますか。 □

　申請書の誓約欄に記名押印がありますか。 □

　申請者の住民票は添付されていますか。
　※住民票は申請者、児童、保育料決定通知書を受けた者が確認できるもの、連帯保証人が同一
　世帯の場合はその方の記載があれば尚可。

□

　申請者の保育士証の写しは添付されていますか。 □

　保育料決定通知書の写しは添付されていますか。 □

　貸付希望額（月額）は保育料の半額（27,000円以内）となっていますか。 □

　貸付希望期間は勤務開始日から１年以内となっていますか。 □

勤務する施設 　勤務する施設の記名押印がありますか。 □

連帯保証人
　連帯保証人の記載がありますか。
　（申請者が未成年の場合、連帯保証人は親権者又は後見人ですか。）

□

　貸借契約書に記載漏れはありませんか。(特に、表面・上部の記名は記載漏れが多いです）
　書き損じがある場合は訂正印が押されていますか。

□

　貸借契約書２部のうち１部に収入印紙を貼付し、申請者、連帯保証人の割印をしていますか。
　※貸付決定後、契約書のもう１部に本会が収入印紙を貼付し割印をして送付しますので、申請者・
　連帯保証人の割印をお願いします。貼付・割印の方法については記入例を参照して下さい。

□

　連帯保証人の印鑑証明書１部を添付していますか。 □

　振込口座申請書(P１３０)を添付していますか。
　口座名義・口座番号の確認ができる預金通帳の写しを添付していますか。

□

貸借契約書
(様式第５－２号)
※２部必要です

申請者

貸付金額

（申請者セルフチェックシート）

福岡県保育士就職支援資金貸付（未就学児を持つ保育士の保育料の一部貸付）

記載漏れ、添付書類の漏れがないか確認をお願いします。

区分 確認項目 チェック欄



勤務施設 　市町村保育担当窓口確認票①で貸付対象か確認を受けましたか。 □

　就職日から１年以内ですか。 □

　申請書の誓約欄にある勤務する施設の該当番号を○で囲んでいますか。 □

　申請書の誓約欄に記名押印がありますか。 □

　申請者の住民票は添付されていますか。
　※連帯保証人が同一世帯の場合はその方の記載があれば尚可。

□

　申請者の保育士証の写しは添付されていますか。 □

　申請書の「就職準備金の使途」欄に費用を記載していますか。 □

　レシート又は領収書の写しを使途別に添付していますか。
　※領収書の写しをご提出の場合は購入した物品の詳細が必要です。

□

　貸付希望額は400,000円以内となっていますか。
（福岡県の保育士の有効求人倍率が一定以下の場合は200,000円以内となります。）

□

勤務する施設 　勤務する施設の記名押印がありますか。 □

連帯保証人
　連帯保証人の記載がありますか。
　（申請者が未成年の場合、連帯保証人は親権者又は後見人ですか。）

□

　貸借契約書に記載漏れはありませんか。(特に、表面・上部の記名は記載漏れが多いです）
　書き損じがある場合は訂正印が押されていますか。

□

　貸借契約書２部のうち１部に収入印紙を貼付し、申請者、連帯保証人の割印をしていますか。
　※貸付決定後、契約書のもう１部に本会が収入印紙を貼付し割印をして送付しますので、申請者・
　連帯保証人の割印をお願いします。貼付・割印の方法については記入例を参照して下さい。

□

　連帯保証人の印鑑証明書１部を添付していますか。 □

　振込口座申請書(P１３０）添付していますか。
　口座名義・口座番号の確認ができる預金通帳の写しを添付していますか。

□

貸借契約書
(様式第５－３号)
※２部必要です

申請者

貸付金額

（申請者セルフチェックシート）

福岡県保育士就職支援資金貸付（就職準備金貸付）

記載漏れ、添付書類の漏れがないか確認をお願いします。

区分 確認項目 チェック欄



勤務先及び
預け先施設

　市町村保育担当窓口確認票①と②で貸付対象や申請者の勤務先及び児童の預け先の
  確認を受けましたか。

□

　申請書の誓約欄の（　）に①・②を記載していますか。 □

　申請書の誓約欄に記名押印がありますか。 □

　申請者の住民票は添付されていますか。
　※住民票は申請者、児童が確認できるもの、連帯保証人が同一世帯の場合はその方の記載が
　あれば尚可。

□

　申請者の保育士証の写しは添付されていますか。 □

　保育料決定通知書の写し等、児童が保育所等を利用していることが確認できる書類は添付
　されていますか。

□

　申請者の勤務時間帯が確認できる書類は添付されていますか。 □

　預かり支援事業の利用時間帯及び料金が確認できる書類は添付されていますか。 □

　貸付希望額（年額）は利用料金の半額（123,000円以内）となっていますか。 □

　貸付希望期間は２年以内となっていますか。 □

勤務する施設 　勤務する施設の記名押印がありますか。 □

連帯保証人
　連帯保証人の記載がありますか。
　（申請者が未成年の場合、連帯保証人は親権者又は後見人ですか。）

□

　貸借契約書に記載漏れはありませんか。(特に、表面・上部の記名は記載漏れが多いです）
　書き損じがある場合は訂正印が押されていますか。

□

　貸借契約書２部のうち１部に収入印紙を貼付し、申請者、連帯保証人の割印をしていますか。
　※貸付決定後、契約書のもう１部に本会が収入印紙を貼付し割印をして送付しますので、申請者・
　連帯保証人の割印をお願いします。貼付・割印の方法については記入例を参照して下さい。

□

　連帯保証人の印鑑証明書１部を添付していますか。 □

　振込口座申請書(P１３０）を添付していますか。
　（口座名義・口座番号の確認ができる預金通帳の写しを添付していますか。）

□

貸付金額

貸借契約書
(様式第５－４号)
※２部必要です

（申請者セルフチェックシート）

福岡県保育士就職支援資金貸付（未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金一部貸付）

記載漏れ、添付書類の漏れがないか確認をお願いします。

区分 確認項目 チェック欄

申請者



福岡県保育士就職支援資金 貸付規程 

 

（目的） 

第 1 条 この規程は、「保育士修学資金の貸付け等について（平成２８年２月３日付厚

生労働省雇児発０２０３第３号）」、「保育士修学資金貸付等制度の運営について（平

成２８年２月３日付雇児発０２０３第２号）」及び「福岡県保育士就職支援資金貸付

事業実施要綱（平成２８年４月１日施行）」の規定に基づき、保育士の離職防止や保

育士資格を有するものであって、保育士として勤務していない者（以下「潜在保育士」

という。）の再就職支援を図るため、福岡県保育士就職支援資金（以下「就職支援資

金」という。）を貸し付け、地域の保育人材の確保を図ることを目的とする。 

２ 就職支援資金貸付事業は次の各号に揚げる貸付事業を行う。 

一 保育補助者雇上費貸付事業 

保育士資格を持たない保育所等に勤務する保育士の補助を行う者(以下「保育補

助者」という。)の雇上げを行う施設又は事業者に対し必要な費用を貸付ける事業 

二 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 

   未就学児を持つ保育士に対し当該保育士の子どもの保育料の一部を貸付ける事

業 

三 就職準備金貸付事業 

   潜在保育士に対し、再就職のための準備に必要な費用を貸し付ける事業 

四 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 

未就学児を持つ保育士に対し当該保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の

一部を貸し付ける事業 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

一 保育所 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第７条

に規定する保育所 

二 幼保連携型認定こども園 法第７条に規定する幼保連携型認定こども園 

三 幼稚園 学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定する幼稚園 

四 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律(平成１８年法律第７７号)第２条第６項に規定する認定こども園 

五 一時預かり事業 法第６条の３第７項に規定する「一時預かり事業」であって、

法第３４条の１２第１項の規定による届出を行ったもの 

六 家庭的保育事業 法第６条の３第９項に規定する家庭的保育事業 



七 小規模保育事業 法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業 

八 居宅訪問型保育事業 法第６条の３第１１項に規定する居宅訪問型保育事業 

九 事業所内保育事業 法第６条の３第１２項に規定する事業所内保育事業 

十 病児保育事業 法第６条の３第１３項に規定する「病児保育事業」であって、法

第３４条の１８第 1項の規定による届出を行ったもの 

十一 認可外保育施設 法第６条の３第９項から第１２項までに規定する業務又は

第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設であって法第３４条の１５第２

項、第３５条第４項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律第１７条第１項の認可を受けていないもの 

 十二 企業主導型保育事業 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５

９条の２第１項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、「平成２８年度企業

主導型保育事業等の実施について」の別紙「平成２８年度企業主導型保育事業費補

助金実施要綱」の第２の１に定める企業主導型保育事業 

 

（実施主体） 

第３条 就職支援資金の貸付けは、社会福祉法人福岡県社会福祉協議会（以下「県社協」

という。）が行う。 

 

（貸付対象） 

第４条 就職支援資金の貸付対象者は次のとおりとする。 

一 保育補助者雇上費貸付事業 

新たに保育補助者の雇上げを行う福岡県の区域内（指定都市の区域を除く。以

下「県内」という。）の以下のいずれかの要件を満たす施設又は事業者とする。 

ア 保育所及び幼保連携型認定こども園(地方公共団体が運営するものを除く。) 

イ 小規模保育事業を行う者 

ウ 事業所内保育事業を行う者 

エ 企業主導型保育事業を行う者 

二 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 

   貸付対象者は、以下のいずれかの要件を満たす者とする。ただし、保育士として

週２０時間以上の勤務を要すること。 

ア 未就学児を持つ保育士であって、県内の以下に掲げる施設又は事業(以下「保

育所等」という。)に新たに勤務する者 

（ア） 保育所 

（イ） 幼稚園のうち、教育時間の終了後等に行う教育活動(預かり保育)を常

時実施している施設又は認定こども園への移行を予定している施設 

（ウ） 認定こども園 



（エ） 家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内

保育事業であって、法第３４条の１５第１項の規定により市町村が行う

もの及び同条第２項の規定による認可を受けたもの 

（オ） 病児保育事業 

（カ） 一時預かり事業 

（キ） 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する離島その他の

地域において特例保育を実施する施設 

（ク） 認可外保育施設のうち、地方公共団体における単独保育施策(いわゆる

保育室・家庭的保育事業に類するもの)において保育を行っている施設 

（ケ） 企業主導型保育事業 

イ 県内の保育所等に雇用されている未就学児を持つ保育士であって、産後休暇

又は育児休業から復帰する者 

三 就職準備金貸付事業 

   以下の要件のいずれも満たす者とする。ただし、保育士として週２０時間以上の

勤務を要すること。また、「福岡県保育士修学資金貸付事業」における就職準備金

の加算を受けた者を除く。 

ア 以下に掲げる施設又は事業を離職した者又は当該施設又は事業に勤務経験の

ない者 

（ア） 保育所及び幼保連携型認定こども園 

（イ） 家庭的保育事業 

（ウ） 小規模保育事業 

（エ） 事業所内保育事業 

（オ） 幼稚園 

イ 県内の保育所等に新たに勤務する者 

四 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 

   以下の要件をいずれも満たす保育所等に雇用されている保育士とする。 

  ア 未就学児を持ち、保育所等を利用している者 

  イ 保育所等の勤務の時間帯により、子どもの預かり支援に関する事業を利用する

者 

 

（貸付期間及び貸付額） 

第５条 就職支援資金の貸付期間及び貸付額は次のとおりとする。 

一 保育補助者雇上費貸付事業 

ア 貸付期間は、保育補助者が勤務する期間とする。ただし、勤務を開始した日

から起算して３年間を限度とする。 

イ 貸付額は年額２，９５３，０００円以内とする。ただし、貸付申請日の属す



る年度の４月 1 日における常勤の保育士に占める未就学児を持つ保育士の割合

が２割以上の施設又は事業所において、貸付により２人以上の保育補助者を雇

上げる場合、年額２，２１５，０００円以内を加算し、貸付額を年額５，１６

８，０００円以内とすることができるものとする。なお、貸付けに当たっては、

前条第１号イ及びウの貸付対象については、子ども・子育て支援法第２９条に

規定する地域型保育給付費又は同法第３０条に規定する特例地域型保育給付費

の支給の算定の対象となる者の雇い上げに係る費用を除き、前条第１号エの貸

付対象については、企業主導型保育事業費補助金において当該補助金の算定の

対象となる者の雇い上げに係る費用を除くこととする。 

 二 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 

ア 貸付期間は、未就学児を持つ保育士が保育所等に勤務する期間とする。ただ

し、勤務を開始した日から起算して１年間を限度とする。 

  イ 貸付額は未就学児の保育料の半額とし、月額２７，０００円を上限とする。 

 三 就職準備金貸付事業 

  ア 貸付額は、２００，０００円以内とする。ただし、福岡県の保育士の有効求人

倍率が一定以上の場合、２００，０００円を加算し、４００，０００円以内とす

ることができるものとし、貸付回数は、一人当たり一回限りとする。 

四 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 

 ア 貸付期間は、未就学児を持つ保育士が保育所等に勤務する期間とする。ただし、

貸付期間は２年間を限度とする。 

イ 貸付額は、貸付対象者がファミリー・サポート・センター事業、ベビーシッ

ター派遣事業その他の子どもの預かり支援に関する事業を利用した料金の半額

とし、年額１２３，０００円以内とする。 

 

 （貸付方法及び利子） 

第６条 就職支援資金は、県社協会長と貸付対象者との契約により貸し付けるものとす

る。 

２ 就職支援資金の利子は、無利子とする。 

 

 （連帯保証人） 

第７条 就職支援資金の貸付けを受けようとする者は、一人の連帯保証人を立てなけれ

ばならない。ただし貸付けを受けようとする者が未成年者である場合には、連帯保証

人は、法定代理人でなければならない。 

２ 連帯保証人は、貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。 

３ 連帯保証人は、原則として県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者でなけれ

ばならない。 



４ 連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人に破産の宣告その他連帯保証人として

適当でない理由が生じたときは、その死亡の日又は理由が生じた日から起算して１５

日以内に新たな連帯保証人を立てなければならない。 

 

 （貸付契約の解除及び貸付けの休止） 

第８条 県社協会長は、就職支援資金の貸付けを受けた者が貸付けの目的を達成する見

込みがなくなったと認められるに至ったときは、その契約を解除するものとする。 

２ 県社協会長は、就職支援資金の貸付けを受けた者が貸付期間中に就職支援資金の貸

付契約の解除を申し出たときは、その契約を解除するものとする。 

３ 県社協会長は、就職支援資金の貸付けを受けた者が以下の事由に至った場合は、当

該事由が生じた日の属する月の翌月から当該事由が解消した日の属する月の分まで

貸付けを行わないものとする。 

一 保育補助者雇上費貸付事業 

保育補助者が疾病その他の理由により休職したとき。 

二 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 

貸付を受けた者が疾病その他の理由により休職したとき。 

 三 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 

   貸付を受けた者が疾病その他の理由により休職したとき。 

 

 （返還の債務の当然免除） 

第９条 県社協会長は、就職支援資金の貸付けを受けた者が次に掲げるいずれかに該当

するに至ったときは、就職支援資金の返還の債務を免除するものとする。 

 一 保育補助者雇上費貸付事業 

次のいずれかに該当するに至ったとき。 

ア 保育補助者雇上費の貸付けを受けた保育所において、保育補助者が保育の補

助等に従事し、かつ、貸付けを受ける期間中に保育士資格を取得したとき又は

当該貸付終了後１年の間に保育士資格を取得することが見込まれるとき。 

イ アに定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は

業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。 

 二 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 

   次のいずれかに該当するに至ったとき。 

ア 保育料の一部の貸付けを受けた者が県内の保育所等において児童の保護等に

従事し、かつ、２年間引き続き(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由に

より当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているも

のとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。)当該業務に従事した

とき。 



ただし、従事する事業所の法人における人事異動等により、保育料の一部の

貸付けを受けた者の意思によらず、県外において当該業務に従事した期間につ

いては、当該業務従事期間に算入して差し支えない。 

また、転職等の理由により、福岡県内の指定都市の区域内又は東日本大震災

等における被災県（岩手県、宮城県、福島県及び熊本県に限る。）（以下「指定

都市内等」という。）において当該業務に従事した期間についても、当該業務従

事期間に算入して差し支えない。 

イ アに定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は

業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。 

三 就職準備金貸付事業 

   次のいずれかに該当するに至ったとき。 

  ア 就職準備金の貸付けを受けた者が県内の保育所等において児童の保護等に従

事し、かつ、２年間引き続き(災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由によ

り当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該業務に従事しているものと

みなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。)当該業務に従事したとき。 

ただし、従事する事業所の法人における人事異動等により、就職準備金の貸

付けを受けた者の意思によらず、県外において当該業務に従事した期間につい

ては、当該業務従事期間に算入して差し支えない。 

また、転職等の理由により、指定都市内等において当該業務に従事した期間

についても、当該業務従事期間に算入して差し支えない。 

イ アに定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は

業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。 

四 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 

   次のいずれかに該当するに至ったとき。 

  ア 子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付けを受けた者が県内の保育所等

において児童の保護等に従事し、かつ、２年間引き続き(災害、疾病、負傷、そ

の他やむを得ない事由により当該業務に従事できなかった場合は、引き続き当該

業務に従事しているものとみなす。ただし、当該業務従事期間には算入しない。)

当該業務に従事したとき。 

ただし、従事する事業所の法人における人事異動等により、就職準備金の貸

付けを受けた者の意思によらず、県外において当該業務に従事した期間につい

ては、当該業務従事期間に算入して差し支えない。 

また、転職等の理由により、指定都市内等において当該業務に従事した期間

についても、当該業務従事期間に算入して差し支えない。 

イ アに定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は

業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。 



２ 前項に規定する業務に従事した期間を計算する場合においては、月数によるものと

し、前項に規定する業務に従事することとなった日の属する月及び前項に規定する業

務に従事しなくなった日の属する月を算入するものとする。ただし、当該期間中に休

職又は停職により前項に規定する業務に従事しない期間があるときは、これらの期間

の開始の日の属する月からこれらの期間の終了の日の属する月までの月数を除くも

のとする。 

 

 （返還期間等） 

第１０条 就職支援資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合

（災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由がある場合を除く。）には、当該各号に

規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間の２倍

に相当する期間（経済状況等やむを得ない事由により当該期間の範囲内での返還が困

難であると県社協会長が認めた場合は、貸付けを受けた期間の４倍に相当する期間）

の範囲内に、一回払、半年賦又は月賦による均等償還により返還しなければならない。 

 一 就職支援資金の貸付契約が解除されたとき。 

 二 県内において前条の返還免除対象業務に従事しなかった（保育補助者雇上費の場

合は貸付を受けた保育所で保育補助者を従事させなかった）とき。 

 三 県内において前条の返還免除対象業務に従事する（保育補助者雇上費の場合は貸

付を受けた保育所において保育補助者を従事させる）意思がなくなったとき。 

 四 （保育補助者雇上費の場合は保育補助者が）業務外の事由により死亡し、又は心

身の故障により業務に従事できなくなったとき。 

２ 前項に規定する返還期間により難い場合には、県社協会長は、個別の事例ごとに知

事の承認を得て、さらに長期の返還期間を設定することができる。 

 

（一時償還） 

第１１条 県社協会長は、就職支援資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該

当すると認めたときは、履行期限の到来していない返還の債務の額の全部又は一部に

つき、一時償還を請求することができる。 

 一 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。 

 二 償還金又はこれに係る利息の支払を怠ったとき。 

 三 虚偽の申請その他不正の手段により貸付けを受けたとき。 

 四 前各号に掲げる場合のほか、この規程の規定若しくは貸付契約の条項に違反し、

又は県社協会長の指示に従わなかったとき。 

 

 （返還の債務の履行猶予） 

第１２条 県社協会長は、就職支援資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該



当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続している期間、履行期限の到来してい

ない貸付額に係る返還の債務の履行を猶予できるものとする。 

 一 保育補助者雇上費貸付事業 

  ア 貸付を受けた保育所において保育補助者が第９条第１項第１号アの返還免除

対象業務に従事しているとき。 

  イ 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。 

 二 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 

ア 県内において第９条第１項第２号アの返還免除対象業務に従事しているとき。 

  イ 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。 

三 就職準備金貸付事業 

ア 県内において第９条第１項第３号アの返還免除対象業務に従事しているとき。 

  イ 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。 

四 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 

  ア 県内において第９条第１項第４号アの返還免除対象業務に従事しているとき。 

  イ 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。 

 

 （返還の債務の裁量免除） 

第１３条 県社協会長は、就職支援資金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに

該当するに至ったときは、貸付額（既に返還を受けた金額を除く。）に係る返還の債

務を当該各号に定める範囲内において免除できるものとする。 

 一 死亡し、又は障がいにより貸付額を返還することができなくなったとき 

   返還の債務の額（既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。）の全部又は一部 

 二 長期間所在不明となっている場合等、貸付額を返還させることが困難であると認

められる場合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から５年以上経

過したとき 

   返還の債務の額の全部又は一部 

 三 保育補助者雇上費の貸付けを受けた者の場合は保育補助者が貸付を受けた保育

所において１年以上、第９条第１項第１号アの返還免除対象業務に従事したとき 

   返還の債務の額の一部 

四 保育料の一部の貸付けを受けた者の場合は県内において１年以上、第９条第１項

第２号アの返還免除対象業務に従事しているとき。 

  返還の債務の額の一部 

五 就職準備金の貸付けを受けた者の場合は県内において 1年以上、第９条第１項第

３号アの返還免除対象業務に従事しているとき。 

  返還の債務の額の一部 

六 子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付けを受けた者の場合は県内におい



て 1年以上、第９条第１項第４号アの返還免除対象業務に従事しているとき。 

  返還の債務の額の一部 

 

 （延滞利子） 

第１４条 県社協会長は、就職支援資金の貸付けを受けた者が正当な理由なく就職支

援資金を返還しなければならない日までにこれを返還しなかったときは、当該返還す

べき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年３パーセ

ントの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。なお、令和２年３月３１日以

前の期間に対応する返還すべき額の計算については、なお従前の例によることとする。  

 ただし、当該延滞利子が、払込の請求及び督促を行うための経費等これを徴収する

のに要する費用に満たない少額なものと県社協会長が認めるときは、当該延滞利子を

徴収しないことができる。 

 

 （会計経理） 

第１５条 県より交付された貸付原資については、就職支援資金貸付事業に関する特別

会計を設けるか、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成２８年厚生労働省令

第７９号）に基づき、サービス区分において明確に区分して管理する。 

２ 貸付金の原資の運用によって生じた運用益及び当該年度の前年度において発生し

た返還金は、就職支援資金貸付事業に関する特別会計または、社会福祉法人会計基準

に基づきサービス区分に繰り入れるものとする。 

３ 就職支援資金貸付事業を廃止した場合は、事業廃止年度以降、毎年度、その年度に

おいて返還された就職支援資金に相当する金額を県に返還するものとする。 

 

 （貸付申請の手続） 

第１６条 就職支援資金の貸付けを申請しようとする者は、次の各号に掲げる保育士就

職支援資金貸付申請書（以下「貸付申請書」という。）及び書類を添付して、県社協

会長に提出するものとする。 

 一 保育補助者雇上費貸付事業 

  ア 貸付申請書（様式第１－１号） 

  イ 住民票（保育補助者） 

  ウ 保育補助者の要件を証する書類 

  エ 要件該当申請書（様式第２号。２人以上保育補助者を雇用する場合。） 

 二 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 

  ア 貸付申請書（様式第１－２号） 

  イ 住民票 

  ウ 保育士証の写し 



  エ 保育料決定通知書の写し 

 三 就職準備金貸付 

  ア 貸付申請書（様式第１－３号） 

  イ 住民票 

  ウ 保育士証の写し 

  エ 支出内容や金額が確認できる領収書等の写し（就職に当たって必要と考えられ 

る費用を既に支出している場合） 

四 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 

  ア 貸付申請書（様式第１－４号） 

  イ 住民票 

  ウ 保育士証の写し 

  エ 児童の保育所等利用が確認できる書類 

  オ 保育所等における勤務時間が記載された書類 

  カ 子どもの預かり支援事業の利用時間及び料金が記載された書類 

 

 （審査） 

第１７条 県社協会長は、就職支援資金の貸し付け決定を前条の規定により提出された

書類の審査によって行うものとする。 

 

 （貸付決定通知書の交付） 

第１８条 県社協会長は、申請者に対して就職支援資金を貸し付ける旨を決定したとき

は、保育士就職支援資金貸付決定通知書（様式第３号）により申請者に対し通知する

ものとする。 

２ 県社協会長は、申請者に対して就職支援資金を貸し付けない旨を決定したときは、

保育士就職支援資金貸付不承認通知書（様式第４号）により申請者に対し通知するも

のとする。 

 

 （貸付契約の締結） 

第１９条 県社協会長は、貸付を決定した申請者と保育士就職支援資金貸借契約書（様

式第５号）により貸付契約を締結し、就職支援資金を交付するものとする。 

 

 （保育料の変更に伴う貸付額の変更申請） 

第２０条 保育料又は子どもの預かり支援事業利用料金の変更に伴い、貸付を受けた就

職支援資金の貸付額を変更しようとする者は、保育士就職支援資金貸付変更申請書

（様式第６号）を県社協会長に提出するものとする。 

２ 県社協会長は、申請者に対して就職支援資金の貸付額を変更する旨を決定したとき



は、保育士就職支援資金貸付変更決定通知書（様式第７号）により申請者に対し通知

するものとする。 

３ 県社協会長は、申請者に対して就職支援資金の貸付内容を変更しない旨を決定した

ときは、保育士就職支援資金貸付変更不承認通知書（様式第８号）により申請者に対

し通知するものとする。 

 

 （返還債務の当然免除の手続） 

第２１条 就職支援資金の貸付けを受けた者は、第９条第１項各号のいずれかに該当す

ることとなったときは、その事実の発生した日から起算して１５日以内に保育士就職

支援資金返還当然免除事実発生届（様式第９号）に当該事実が発生したことを証明で

きる書類を添えて県社協会長に届け出なければならない。 

２ 県社協会長は、前項の届出書を受理し、就職支援資金の返還債務を免除するときは、

保育士就職支援資金返還免除決定通知書（様式第１０号）により申請者に通知するも

のとする。 

３ 県社協会長は、第１項の届出書を受理し、就職支援資金の返還債務免除を認めない

旨を決定したときは、保育士就職支援資金返還免除不承認通知書（様式第１１号）に

より申請者に通知するものとする。 

 

 （返還の手続） 

第２２条 第１０条第１項各号に規定する事由が生じたことにより就職支援資金を返

還しなければならない者は、その事由が生じた日（第１２条の規定による返還債務の

履行猶予を申請した者にあっては、その申請に対して決定された猶予期間の終わった

日又は第１３条の規定による返還債務の裁量免除を申請した者にあっては、その申請

に対する決定の通知を受けた日）から起算して１５日以内に保育士就職支援資金返還

明細書（様式第１２号）を県社協会長に提出しなければならない。 

２ 県社協会長は、前項の返還明細書に基づき就職支援資金の納入を決定したときは、

保育士就職支援資金貸付納入通知書（様式第１３号）により申請者に通知するものと

する。 

３ 第１項の返還明細書に記載した就職支援資金の返還方法及び返還額を変更すると

きは、保育士就職支援資金返還方法変更届（様式第１４号）を県社協会長に提出しな

ければならない。 

 

（返還方法等） 

第２３条 就職支援資金の返還は、１回払、半年賦又は月賦による均等償還によるもの

とし、県社協会長が発行する請求書をもって行うものとする。 

 



（返還債務の履行猶予の手続） 

第２４条 第１２条の規定による就職支援資金の返還債務の履行猶予を受けようとす

る者は、保育士就職支援資金返還猶予申請書（様式第１５号）に猶予を受けようとす

る事由を証することができる書類を添えて県社協会長に提出しなければならない。 

２ 県社協会長は、前項の申請書を審査し、就職支援資金の返還債務の履行猶予を決定

したときは、保育士就職支援資金返還猶予決定通知書（様式第１６号）により申請者

に通知するものとする。 

３ 県社協会長は、第１項の申請書を審査し、就職支援資金の返還債務の履行猶予を認

めない旨を決定したときは、保育士就職支援資金返還猶予不承認通知書（様式第１７

号）により申請者に通知するものとする。 

 

（返還債務の裁量免除の手続） 

第２５条 第１３条の規定による就職支援資金の返還債務の免除を受けようとする者

は、保育士就職支援資金返還免除申請書（様式第１８号）に免除を受けようとする事

由を証することができる書類を添えて県社協会長に提出しなければならない。 

２ 県社協会長は、前項の申請書を審査し、就職支援資金の返還債務の免除を決定した

ときは、保育士就職支援資金返還免除決定通知書（様式第１０号）により申請者に通

知するものとする。 

３ 県社協会長は、第１項の申請書を審査し、就職支援資金の返還債務の免除を認めな

い旨を決定したときは、保育士就職支援資金返還免除不承認通知書（様式第１１号）

により申請者に通知するものとする。 

 

（届出） 

第２６条 就職支援資金の貸付けを受けた者は、次の各号に該当するときは、その事実

が発生した日から起算して１５日以内に当該各号に定める様式によりその旨を県社

協会長に届け出なければならない。 

 一 保育補助者雇上費貸付事業 

  ア 貸付対象者又は保育補助者が住所、氏名を変更したとき 様式第１９号 

  イ 保育補助者が休職、復職、停職したとき 様式第２０号 

  ウ 保育補助者を変更するとき 様式第２１号 

  エ 資金の貸与を辞退するとき 様式第２２号 

  オ 連帯保証人の住所、氏名に変更があったとき 様式第１９号 

  カ 保育補助者が貸付を受けた保育所において保育の補助等に従事しなくなった

とき 様式第２４号 

二 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 

  ア 住所、氏名を変更したとき 様式第１９号 



  イ 休職、復職、停職したとき 様式第２０号 

  ウ 資金の貸与を辞退するとき 様式第２２号 

  エ 連帯保証人の住所、氏名に変更があったとき 様式第１９号 

  オ 県内において業務従事先を変更したとき 様式第２３号  

  カ 県内において児童の保護等に従事しなくなったとき 様式第２４号 

三 就職準備金貸付事業 

  ア 住所、氏名を変更したとき 様式第１９号 

  イ 休職、復職、停職したとき 様式第２０号 

  ウ 資金の貸与を辞退するとき 様式第２２号 

  エ 連帯保証人の住所、氏名に変更があったとき 様式第１９号 

  オ 県内において業務従事先を変更したとき 様式第２３号  

  カ 県内において児童の保護等に従事しなくなったとき 様式第２４号 

四 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 

  ア 住所、氏名を変更したとき 様式第１９号 

  イ 休職、復職、停職したとき 様式第２０号 

  ウ 資金の貸与を辞退するとき 様式第２２号 

  エ 連帯保証人の住所、氏名に変更があったとき 様式第１９号 

  オ 県内において業務従事先を変更したとき 様式第２３号  

  カ 県内において児童の保護等に従事しなくなったとき 様式第２４号 

 

２ 連帯保証人は、保証に係る就職支援資金の貸付けを受けた者が（保育補助者雇上費

の貸付けを受けた者は、保育補助者が）死亡したときは、その日から起算して１５日

以内に死亡届（様式第２５号）を県社協会長に提出しなければならない。 

３ 就職支援資金の貸付けを受けた者は、貸付期間が終了した後、就職支援資金の返還

が終了し、又は減免されるまでの間は、毎年４月１日現在の現況届（様式２６号）を

その年の４月１５日までに県社協会長に提出しなければならない。 

 

（補足） 

第２７条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度の貸付申請から適用する。 

 

附 則 

 この規程は、平成２９年４月１日に改正し、改正後の規程は、平成２８年１０月１１

日から適用する。ただし、保育補助者雇上費貸付、未就学児を持つ保育士に対する保育



料の一部貸付及び就職準備金貸付については、平成２８年１０月１１日以降の貸付対象

者（保育補助者雇上費貸付の場合は保育補助者。以下同じ。）の勤務開始に係る貸付申

請に適用し、平成２８年１０月１０日までの貸付対象者の勤務開始に係る貸付申請は、

なお改正前の規程によることとする。 

 

附 則 

 この規程は、令和２年６月１２日から施行し、令和２年度の貸付申請から適用する。 

 



様式第１－１号（Ａ４表裏で使用） 
 

保育士就職支援資金（保育補助者雇上費）貸付申請書 
 
                                                              令和  年  月  日 
  社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
                                   

 
 下記のとおり貸付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 
 なお、貸付を受けるに当たっては、貸付条件を遵守することを誓います。  

 

ふ り が な 
施設の名称 

 
                           印 

施 設 の 

所 在 地 

 〒 
 
                   電話（   ）   － 
                                     ※連絡の取れる電話番号を記入すること。 

貸付対象事業 
（番号に○） 

 １ 保育所（公立除く） ２ 幼保連携型認定こども園（公立除く） 
 
 ３ 小規模保育事業 ４ 事業所内保育事業 ５ 企業主導型保育事業 
 

※地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費若しくは企業主導型保育事 
業費補助金での算定対象者を雇上げる場合は貸付対象となりません。 

雇用する 
保育補助者 

ふ り が な 
氏   名  

        Ｓ・Ｈ   年  月  日生（男・女） 

保育補助 

者の要件 

（番号に○） 

 １ 保育所又は認定こども園で保育業務に従事経験有 
 ２ 家庭的保育者または子育て支援員研修を修了した者 
 ３ 保育に関する 40 時間以上の実習を受けた者 
 ４ 勤務開始後に保育に関する実習を受ける予定である者 
 ※１は在職証明書その２（旧従事先）、 

２、３は研修修了証書または保育補助者実習等修了証明書

の写しを添付してください。 
 誓約 

 

・上記の者は、現在保育士資格を持っておらず、保育士の業務負担軽減の 

ため、当施設において、保育補助業務に従事します。 

（勤務開始日     年  月  日） 

・上記の者は下記のとおり、本貸付を受ける期間中に保育士資格を取得 

する予定です。 

・当施設は、他から本貸付と同種の貸付を受けていません。 
 

保育士資格 

取得の予定 

（番号に○） 

１ 保育士試験受験予定（令和  年  月） 

２ 指定保育士養成施設 

（在学中・入学予定（令和  年  月）） 



 

備考 注１ 本貸付により、２人以上の保育補助者を雇用する場合は、様式２号を提出してくだ

さい。 

添付資料 保育補助者の住民票、保育補助者の要件を証する書類 

貸付希望金額 

 

  年 額        円（上限は年額2,953,000円、2人以上は 

合算して5,168,000円です。注１） 

 

総 額        円（貸付期間は３年間が限度です。） 

  

貸付希望期間       年  月から    年  月分まで 

保育補助者の配置による、保育士の勤務環境改善計画 

 ※具体的に記載してください。 

 ≪補助者が従事する業務≫ 

 

 

 

 

 

≪軽減される保育士の業務負担の内容≫ 

 

 

 

 

 
 

連 

帯 

保 

証 

人 
ふ り が な 
氏 名 

 
        Ｔ・Ｓ・Ｈ  年  月  日生 

性別 男 ・ 女 

自  宅

住 所 
〒 

電話（   ）   － 

携帯（   ）   － 
勤 務 先 

所 在 地 
〒 

電話（   ）   － 
勤 務 先 

名  称  

申請者との関係                              



様式第１－２号（Ａ４表裏で使用） 

保育士就職支援資金（未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部）貸付申請書 

 

令和   年   月   日  

社会福祉法人 

福岡県社会福祉協議会会長 様 

 

下記のとおり貸付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

なお、貸付を受けるに当たっては、貸付要件を遵守することを誓います。 

 

ふりがな  性別 生年月日 

申請者 

氏 名 
 男 ・ 女  S ・ H   年  月  日 

住 所 

〒       

 

 電   話 （           ）           - 

 携帯電話 （           ）           - 

誓 約 

 

 

私は、以下のいずれかの要件を満たしており、かつ、他から本貸付と同種の貸付を受けて 

いないことを誓約いたします。 

① 以下に掲げる施設又は事業に新たに勤務する者であり、保育士として週 2０時間以上の 

勤務に従事する者 

 

②  以下に掲げる施設又は事業に雇用されている未就学児をもつ保育士であって、産後 

休暇又は育児休業から復帰する者であり、保育士として週２０時間以上の勤務に従事 

する者 

 

（①又は②の場合、該当番号を○で囲んでください。） 

１. 保育所 ２. 幼稚園のうち、預かり保育を常時実施している施設 

３. 幼稚園のうち、認定こども園への移行を予定している施設 

４. 認定こども園 ５. 家庭的保育事業 

６. 小規模保育事業 ７. 居宅訪問型保育事業 

８. 事業所内保育事業 ９. 企業主導型保育事業 

10. 病児保育事業であって、知事に開始届出を行ったもの 

11. 一時預かり事業であって、知事に開始届出を行ったもの 

12. 離島その他の地域において特例保育を実施する施設 

13. 認可外保育施設のうち、地方公共団体における単独保育施策において保育を行っ

ている施設 
 

申請者   氏名                       印  

該 当 番 号
に ○ 



貸付希望額 

（月額） 

月額  円 ・・・算定根拠③の額 

※貸付額は、未就学児の保育料の半額とし、月額２７，０００円を上限とする。 

 算定根拠 

・  保 育 料 （ 月

額） 

（                    円） ・・・① 

・ ① ÷ ２ ＝ （                    円※小数点以下切捨） ・・・② 

・ ② 又は ２７，０００円のうち、いずれか少ない額 

 （                    円） ・・・③ 

貸付希望期間       年    月から      年    月分まで（勤務開始日から１年以内） 

就職（復帰）年月日    年      月      日 
※産後休暇または育児休業から復帰した

以降に申請される場合は復帰日を記入。 
週 20 時間以上勤務開始日 年      月      日 

未就学児の入所施設名  

 

申請者を誓約にある①又は②の要件のとおり雇用することに相違ありません。 

令和    年    月    日 

従事先   所 在 地 〒   

施設名称    

施設長名                                  印 

 

連
帯
保
証
人 

（
注
１
） 

ふりがな  性別 生年月日 

氏 名  男 ・ 女 T ・ S ・ H   年  月  日 

自 宅 

住 所 

〒      - 

 

 電   話 （           ）           - 

 携帯電話 （           ）           - 

勤務先 

所在地 

〒      - 

 

 勤務先電話 （           ）           - 

勤務先 

名 称 
 

本人との 

関 係 
 

備考 注１ 申請者が未成年の場合、連帯保証人は親権者又は後見人でなければならない。 

添付書類 １ 住民票（申請者、児童、保育料決定通知書を受けた者が確認できるもの）、 ２ 保育士証の写し、 

３ 保育料決定通知書の写し 



様式第１－３号（Ａ４表裏で使用） 

保育士就職支援資金（就職準備金）貸付申請書 

 

令和   年   月   日  

社会福祉法人 

福岡県社会福祉協議会会長 様 

 

下記のとおり貸付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

なお、貸付を受けるに当たっては、貸付要件を遵守することを誓います。 

ふりがな  性別 生年月日 

申請者 

氏 名 
 男 ・ 女  Ｓ ・ H   年  月  日 

住 所 

〒       

 

 電   話 （           ）           - 

 携帯電話 （           ）           - 

誓 約 

私は、以下の要件のいずれも満たしており、かつ、他から本貸付と同種の貸付を受けていない

ことを誓約いたします。 

① 保育士登録した者 

② 以下に掲げる施設又は事業を離職した者 

保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業、 

事業所内保育事業、幼稚園 

③ 以下に掲げる施設又は事業（以下「保育所等」という。）に新たに勤務する者であり、 

保育士として週２０時間以上の勤務に従事する者 

（該当番号を○で囲んで下さい。） 

１. 保育所 ２. 幼稚園のうち、預かり保育を常時実施している施設 

３. 幼稚園のうち、認定こども園への移行を予定している施設 

４. 認定こども園 ５. 家庭的保育事業 

６. 小規模保育事業 ７. 居宅訪問型保育事業 

８. 事業所内保育事業 ９. 企業主導型保育事業 

10. 病児保育事業であって、知事に開始届出を行ったもの 

11. 一時預かり事業であって、知事に開始届出を行ったもの 

12. 離島その他の地域において特例保育を実施する施設 

13. 認可外保育施設のうち、地方公共団体における単独保育施策において

保育を行っている施設 
 

申請者   氏名                       印  



就職準備金額 

（貸付希望額） 

金                         円 

※貸付額は、４００，０００円（福岡県の保育士の有効求人倍率が一定以下の場合は 

２００，０００円）と以下に記入する使途の合計金額のいずれか少ない額。 

 

就職準備金 

の使途・金額 

 

 

 

領収証等の写し

を添付すること 

１. 保育所等への就職によって転居が伴う場合における転居費用 円 

２. 転居先の賃貸物件の借り上げに伴う敷金や礼金、仲介手数料 円 

３. 保育所等で使用する被服費（申請者本人に関わる費用のみ） 円 

４. 保育所等の勤務に当たり研修を受けた際の研修費用 円 

５. 保育所等への通勤に要する移動用自転車等の購入費 円 

６. 就職活動時に保育所等を一時利用した際の費用 円 

７. 子どもの預け先を探す際の活動に必要な費用 円 

８. その他保育所等への就職に当たって必要と考えられる費用 円 

 

（６～８は下欄に具体的に記入して下さい。） 

 

 

 １～８の合計    円 

就職（予定）年月日         年      月      日 

申請者を誓約にある③の要件のとおり雇用することに相違ありません。 

令和    年    月    日 

従事先   所 在 地 〒   

施設名称    

施設長名                                  印 

連
帯
保
証
人 

（
注
１
） 

ふりがな  性別 生年月日 

氏 名  男 ・ 女 T ・ S ・ H   年  月  日 

自 宅 

住 所 

〒      - 

 

 電   話 （           ）           - 

 携帯電話 （           ）           - 

勤務先 

所在地 

〒      - 

 

 勤務先電話 （           ）           - 

勤務先 

名 称 
 

本人との 

関 係 
 

備考 注１ 申請者が未成年の場合、連帯保証人は親権者又は後見人でなければならない。 

添付書類 １ 住民票、 ２ 保育士証の写し、３ （貸付対象費用を既に支出している場合）支出内容や金額が

確認できる領収書等の写し 

 

該当番号に
○ を 付 け 、
金額を記入
し て く だ さ
い。 



様式第１－４号（Ａ４表裏で使用） 

保育士就職支援資金 

（未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部）貸付申請書 

 

令和   年   月   日  

社会福祉法人 

福岡県社会福祉協議会会長 様 

 

下記のとおり貸付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

なお、貸付を受けるに当たっては、貸付要件を遵守することを誓います。 

ふりがな  性別 生年月日 

申請者 

氏 名 
 男 ・ 女  S ・ H   年  月  日 

住 所 

〒       

 

 電   話 （           ）           - 

 携帯電話 （           ）           - 

誓 約 

 

 

私は、以下の要件をいずれも満たしている保育士であり、かつ、他から本貸付と同種の貸付

を受けていないことを誓約します。 

① 下に掲げる種別の施設又は事業に勤務している者 

② 未就学児を持ち、下に掲げる種別の施設又は事業を利用している者 

（該当するものの(   )内に①及び②を記入してください。） 

１. 保育所(   ) ２. 幼稚園のうち、預かり保育を常時実施している施設 (   ) 

３. 幼稚園のうち、認定こども園への移行を予定している施設 (   ) 

４. 認定こども園 (   ) ５. 家庭的保育事業 (   ) 

６. 小規模保育事業 (   ) ７. 居宅訪問型保育事業 (   ) 

８. 事業所内保育事業 (   ) ９. 企業主導型保育事業 (   ) 

10. 病児保育事業であって、知事に開始届出を行ったもの (   ) 

11. 一時預かり事業であって、知事に開始届出を行ったもの (   ) 

12. 離島その他の地域において特例保育を実施する施設 (   ) 

13. 認可外保育施設のうち、地方公共団体における単独保育施策において保育を行っ

ている施設 (   ) 
 

③  自らの勤務時間により、次の子どもの預かり支援に関する事業を利用する者 

 （該当番号を○で囲んでください。） 

１．ファミリー・サポート・センター事業  ２．ベビーシッター派遣事業 

３．その他（                                   ） 

申請者   氏名                       印 



貸付希望額 

（年額） 

年額  円 ・・・算定根拠③の額 

※貸付額は、利用料金の半額とし、年額 １２３，０００円を上限とする。 

 算定根拠 

・料金（年額） （                    円） ・・・① 

・ ① ÷ ２ ＝ （                    円※小数点以下切捨） ・・・② 

・ ② 又は １２３，０００円のうち、いずれか少ない額 

 （                    円） ・・・③ 

貸付希望期間       年    月から      年    月分まで（２年以内） 

 

申請者を誓約にある①のとおり雇用していることに相違ありません。 

令和    年    月    日 

従事先   所 在 地 〒   

施設名称    

施設長名                                  印 

連
帯
保
証
人 

（
注
１
） 

ふりがな  性別 生年月日 

氏 名  男 ・ 女 T ・ S ・ H   年  月  日 

自 宅 

住 所 

〒      - 

 

 電   話 （           ）           - 

 携帯電話 （           ）           - 

勤務先 

所在地 

〒      - 

 

 勤務先電話 （           ）           - 

勤務先 

名 称 
 

本人との 

関 係 
 

備考 注１ 申請者が未成年の場合、連帯保証人は親権者又は後見人でなければならない。 

添付書類 １ 住民票（申請者、児童が確認できるもの）、 ２ 保育士証の写し、 ３ 保育料決定通知書の写し

等の児童が保育所等を利用していることが確認できる書類、 ４ 保育所等の勤務時間が記載された書類、 

５ 子どもの預かり支援に関する事業の利用時間及び料金が記載された書類 

 



様式第２号（Ａ４表裏で使用） 
要件該当申請書 

（保育補助者雇上費貸付 ２人以上保育補助者を雇用する場合） 
 
                                                              令和  年  月  日 
  社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
                                  申請者  施設名                印 

                 
 貸付規程第５条第１号イの但書きに該当することを申請します。 

雇用する 
保育補助者 

（２人目） 

ふ り が な 
氏   名  

        Ｓ・Ｈ   年  月  日生（男・女） 

保育補助 

者の要件 

（番号に○） 

１ 保育所又は認定こども園で保育業務に従事経験有 
２ 家庭的保育者または子育て支援員研修を修了した者 
３ 保育に関する 40 時間以上の実習を受けた者 
４ 勤務開始後に保育に関する実習を受ける予定である者 

 ※１は在職証明書その２（旧従事先）、 
２、３は研修修了証書または保育補助者実習等修了証明書

の写しを添付してください。 
 誓約 

・上記の者は、現在保育士資格を持っておらず、保育士の業務負担軽減の 

ため、当施設において、保育補助業務に従事します。 

（勤務開始日     年  月  日） 

・上記の者は下記のとおり、本貸付を受ける期間中に保育士資格を取得 

する予定です。 

保育士資格 

取得の予定 

（番号に○） 

１ 保育士試験受験予定（令和  年  月） 

２ 指定保育士養成施設 

（在学中・入学予定（令和  年  月）） 

 

雇用する 
保育補助者 

（３人目） 

ふ り が な 
氏   名  

        Ｓ・Ｈ   年  月  日生（男・女） 

保育補助 

者の要件 

（番号に○） 

１ 保育所又は認定こども園で保育業務に従事経験有 
２ 家庭的保育者または子育て支援員研修を修了した者 
３ 保育に関する 40 時間以上の実習を受けた者 
４ 勤務開始後に保育に関する実習を受ける予定である者 

 ※１は在職証明書その２（旧従事先）、 
２、３は研修修了証書または保育補助者実習等修了証明書

の写しを添付してください。 
 誓約 

・上記の者は、現在保育士資格を持っておらず、保育士の業務負担軽減の 

ため、当施設において、保育補助業務に従事します。 

（勤務開始日     年  月  日） 

・上記の者は下記のとおり、本貸付を受ける期間中に保育士資格を取得 

する予定です。 

保育士資格 

取得の予定 

（番号に○） 

１ 保育士試験受験予定（令和  年  月） 

２ 指定保育士養成施設 

（在学中・入学予定（令和  年  月）） 



施設の保育士の状況（    年４月１日現在） 

常勤の 

保育士 

の状況 

氏 名 未就学児の有無 氏 名 未就学児の有無 

  有  無   有  無 

  有  無   有  無 

  有  無   有  無 

  有  無   有  無 

  有  無   有  無 

  有  無   有  無 

  有  無   有  無 

  有  無   有  無 

  有  無   有  無 

  有  無   有  無 

 

未就学児を持つ 

保育士の割合 

 

     ％ 

※上記の保育士の保育士証の写しを添付してください。 

※上記のうち未就学児を持つ保育士の住民票（本人、未就学児）を添付してください。 

 



様式第３－１号
福社協発第　　　　  号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

施設名
又は事
業者名

電話
フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

保育補助者雇上費貸付

　　　　　年　　　月　～　　　　　　年　　　月　（　　　　箇月間）
貸付
期間

連帯
保証人

総額貸付額

〒

社会福祉
法 人
会 長　　　　　　　　　　　　　　様

保育士就職支援資金貸付決定通知書

住所

貸付金
の種別

貸付
対象者

貸付決定日

金　　　　　　　円 年額 金　　　　　　　円

お申し込みになりました保育士就職支援資金は、審査の結果、下記の通り貸付
決定しましたのでお知らせします。

貸付番号

住所



様式第３－２号
福社協発第　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯
フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

貸付
期間

　　　　　年　　　月　～　　　　　　年　　　月　（　　　　箇月間）

貸付額 総額 月額金　　　　　　　円 金　　　　　　　円

連帯
保証人 住所

貸付金
の種別

未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付

貸付
対象者 住所

貸付番号 貸付決定日

〒

社会福祉
法 人
会 長様

保育士就職支援資金貸付決定通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金は、審査の結果、下記の通り貸付
決定しましたのでお知らせします。



様式第３－３号
福社協発第　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯
フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

金　　　　　　　　　　　円貸付額

連帯
保証人 住所

貸付金
の種別

就職準備金貸付

貸付
対象者 住所

貸付番号 貸付決定日

〒

社会福祉
法 人
会 長様

保育士就職支援資金貸付決定通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金は、審査の結果、下記の通り貸付
決定しましたのでお知らせします。



様式第３－４号
福社協発第　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯
フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

〒

社会福祉
法 人
会 長様

保育士就職支援資金貸付決定通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金は、審査の結果、下記の通り貸付
決定しましたのでお知らせします。

貸付番号 貸付決定日

貸付金
の種別

未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

貸付
対象者 住所

連帯
保証人 住所

貸付
期間

　　　　　年　　　月　～　　　　　　年　　　月　（　　　　箇月間）

貸付額 総額 金　　　　　　　円 年額 年　　　　　　　円



様式第４－１号
福社協発第　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

施設名
又は事
業者名

電話
フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

保育補助者雇上費貸付

連帯
保証人 住所

申請者

住所

〒

社会福祉
法 人
会 長　　　　　　　　　　　　　　様

保育士就職支援資金貸付不承認通知書

　申請のありました保育士就職支援資金は、審査の結果、下記の通り貸付不
承認となりましたのでお知らせします。

貸付金
の種別



様式第４－２号
福社協発第　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯
フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

連帯
保証人 住所

申請者
住所

〒

社会福祉
法 人
会 長様

保育士就職支援資金貸付不承認通知書

　申請のありました保育士就職支援資金は、審査の結果、下記の通り貸付不
承認となりましたのでお知らせします。

貸付金
の種別

未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付



様式第４－３号
福社協発第　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯
フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

連帯
保証人 住所

住所

〒

社会福祉
法 人
会 長様

保育士就職支援資金貸付不承認通知書

　申請のありました保育士就職支援資金は、審査の結果、下記の通り貸付不
承認となりましたのでお知らせします。

貸付金
の種別

就職準備金貸付

申請者



様式第４－４号
福社協発第　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯
フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

連帯
保証人 住所

申請者
住所

〒

社会福祉
法 人
会 長様

保育士就職支援資金貸付不承認通知書

　申請のありました保育士就職支援資金は、審査の結果、下記の通り貸付不
承認となりましたのでお知らせします。

貸付金
の種別

未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業使用料金の一部貸付



様式第５－１号（Ａ４表裏で使用）  
 貸付番号 第            号   

  
 
 

 

保育士就職支援資金（保育補助者雇上費）貸借契約書  
 
 社会福祉法人福岡県社会福祉協議会（以下「甲」という。）と    

                （以下「乙」という。）は、保育士就

職支援資金（保育補助者雇上費）について、次の各条に定めるところによ

り、貸借契約を締結する。  
 
 （貸付）  
第１条 甲は、乙に保育士就職支援資金（保育補助者雇上費）（以下「貸

付金」という。）を貸与し、乙はこれを借り受ける。  
 
 （貸付額等）  
第２条 貸付金の貸付額、貸付期間は次のとおりとする。   

貸付総額         円  

（年額         円）  
  貸付期間            年      月から  
                 年      月まで    月間  
 
 （連帯保証人）  
第３条 連帯保証人は、貸付金の返還債務を保証し、乙と連帯して債務を

負担する。  
２ 連帯保証人は、乙が死亡したときも、その債務を負担する。  
 

 （一時償還）  
第４条 甲は、乙が福岡県保育士就職支援資金貸付規程第１１条の各号の

いずれかに該当すると認めたときは、一時償還を請求することができる。 

 
印 
 
紙 



  

（貸付規程等との関係）  
第５条 この契約書に定めのない事項については、福岡県保育士就職支援

資金貸付規程の定めるところによる。  
 

 （補則）  
第６条 この契約書並びに前条の規程に定めのない事項については、甲乙

協議して定める。  
  上記契約の成立を証するために本書２通を作成し、当事者記名押印の

うえ各自１通を保有するものとする。  
 
 
 
           令和   年   月   日  
 
         甲    社会福祉法人福岡県社会福祉協議会  

会  長   小  川   弘  毅        

  
         乙    所在地 

施設名               印  
 
 
       連帯保証人 住 所 
              氏 名               印  
 
       
 
 
 
 
 備考 

  １ 連帯保証人の印鑑は実印とし、印鑑証明書を添付すること。  



様式第５－２号（Ａ４表裏で使用）  
 貸付番号 第            号   

  
 
 

 

保育士就職支援資金（未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部） 

貸借契約書  
 
 社会福祉法人福岡県社会福祉協議会（以下「甲」という。）と    

  福  岡    花  子    （以下「乙」という。）は、保育士就職支援資金

（未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部）について、次の各条に定

めるところにより、貸借契約を締結する。  
 
 （貸付）  
第１条 甲は、乙に保育士就職支援資金（未就学児を持つ保育士に対する

保育料の一部）（以下「貸付金」という。）を貸与し、乙はこれを借り受

ける。  
 
 （貸付額等）  
第２条 貸付金の貸付額、貸付期間は次のとおりとする。   

貸付総額 ３２４，０００   円  

（月額  ２７，０００   円）  
  貸付期間        令 和  ２ 年  ４ 月から  
             令 和  3 年  ３ 月まで   １２ 月間  
 
 （連帯保証人）  
第３条 連帯保証人は、貸付金の返還債務を保証し、乙と連帯して債務を

負担する。  
２ 連帯保証人は、乙が死亡したときも、その債務を負担する。  
 

 

（ 記 載 例 ） 

 
  印 
  紙 

県社協 
公 印 

割

印 

割

印 

貸付申請者と連帯保証人で割印をします。

（連帯保証人は実印となります） 

【印紙は原則１枚】 
貸付金額が 
○10万円以下の場合    200 円 
○10万円以下の 

50 万円以下の場合   400 円 

○50 万円を超え 

100 万円以下の場合 1,000 円 

○100 万円を超え、 

500 万円以下の場合 2,000 円 

○500 万円を超える場合 10,000 円 



 （一時償還）  
第４条 甲は、乙が福岡県保育士就職支援資金貸付規程第１１条の各号の

いずれかに該当すると認めたときは、一時償還を請求することができる。 

  

（貸付規程等との関係）  
第５条 この契約書に定めのない事項については、福岡県保育士就職支援

資金貸付規程の定めるところによる。  
 

 （補則）  
第６条 この契約書並びに前条の規程に定めのない事項については、甲乙

協議して定める。  
  上記契約の成立を証するために本書２通を作成し、当事者記名押印の

うえ各自１通を保有するものとする。  
 
              令和  年   月   日  
 
         甲    社会福祉法人福岡県社会福祉協議会  
             会  長   小  川   弘  毅         
 
         乙    住 所 ○○市○○町１－２ 
             氏  名 福 岡  花 子      印  
 
       連帯保証人 住 所  ○○市○○町１－２ 
       （     ）  氏 名  福 岡  太 郎       印  
 
 
 
 備考 

１  乙が未成年者である場合については、（  ）内に連帯保証人が親権者又

は後見人である旨を記載すること。 

２  連帯保証人の印鑑は実印とし、印鑑証明書を添付すること。築城まち  

日付は空欄でお願いします。 

実印を押し、収入印

紙の割印も同じ実印

でお願いします。 
 



様式第５－２号（Ａ４表裏で使用）  
 貸付番号 第            号   

  
 
 

 

保育士就職支援資金（未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部） 

貸借契約書  
 
 社会福祉法人福岡県社会福祉協議会（以下「甲」という。）と    

           （以下「乙」という。）は、保育士就職支援資金

（未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部）について、次の各条に定

めるところにより、貸借契約を締結する。  
 
 （貸付）  
第１条 甲は、乙に保育士就職支援資金（未就学児を持つ保育士に対する

保育料の一部）（以下「貸付金」という。）を貸与し、乙はこれを借り

受ける。  
 
 （貸付額等）  
第２条 貸付金の貸付額、貸付期間は次のとおりとする。   

貸付総額         円  

（月額         円）  
  貸付期間            年      月から  
                 年      月まで    月間  
 
 （連帯保証人）  
第３条 連帯保証人は、貸付金の返還債務を保証し、乙と連帯して債務を

負担する。  
２ 連帯保証人は、乙が死亡したときも、その債務を負担する。  
 

 

 
印 
 
紙 



 （一時償還）  
第４条 甲は、乙が福岡県保育士就職支援資金貸付規程第１１条の各号の

いずれかに該当すると認めたときは、一時償還を請求することができる。 

  

（貸付規程等との関係）  
第５条 この契約書に定めのない事項については、福岡県保育士就職支援

資金貸付規程の定めるところによる。  
 

 （補則）  
第６条 この契約書並びに前条の規程に定めのない事項については、甲乙

協議して定める。  
  上記契約の成立を証するために本書２通を作成し、当事者記名押印の

うえ各自１通を保有するものとする。  
 
              令和  年   月   日  
 
         甲    社会福祉法人福岡県社会福祉協議会  
             会  長   小  川   弘  毅        

  
         乙    住 所 
             氏  名              印  
 
       連帯保証人 住 所 
       （     ）  氏 名              印  
 
 
 
 備考 

１  乙が未成年者である場合については、（  ）内に連帯保証人が親権者又

は後見人である旨を記載すること。 

２  連帯保証人の印鑑は実印とし、印鑑証明書を添付すること。  



様式第５－３号（Ａ４表裏で使用）  
 貸付番号 第            号   

  
 
 

 

保育士就職支援資金（就職準備金）貸借契約書  
 
 社会福祉法人福岡県社会福祉協議会（以下「甲」という。）と    

           （以下「乙」という。）は、保育士就職支援資金

（就職準備金）について、次の各条に定めるところにより、貸借契約を締

結する。  
 
 （貸付）  
第１条 甲は、乙に保育士就職支援資金（就職準備金）（以下「貸付金」

という。）を貸与し、乙はこれを借り受ける。  
 
 （貸付額）  
第２条 貸付金の貸付額は次のとおりとする。   

貸付額         円  

 
 （連帯保証人）  
第３条 連帯保証人は、貸付金の返還債務を保証し、乙と連帯して債務を

負担する。  
２ 連帯保証人は、乙が死亡したときも、その債務を負担する。  
 

 （一時償還）  
第４条 甲は、乙が福岡県保育士就職支援資金貸付規程第１１条の各号の

いずれかに該当すると認めたときは、一時償還を請求することができる。 

 

  

 

 
印 
 
紙 



（貸付規程等との関係）  
第５条 この契約書に定めのない事項については、福岡県保育士就職支援

資金貸付規程の定めるところによる。  
 

 （補則）  
第６条 この契約書並びに前条の規程に定めのない事項については、甲乙

協議して定める。  
  上記契約の成立を証するために本書２通を作成し、当事者記名押印の

うえ各自１通を保有するものとする。  
 
              令和  年   月   日  
 
         甲    社会福祉法人福岡県社会福祉協議会  
             会  長   小  川   弘  毅  
 
         乙    住 所 
             氏  名              印  
 
       連帯保証人 住 所 
       （     ）  氏 名              印  
 
 
 
 備考 

１  乙が未成年者である場合については、（  ）内に連帯保証人が親権者又

は後見人である旨を記載すること。 

２  連帯保証人の印鑑は実印とし、印鑑証明書を添付すること。  



様式第５－４号（Ａ４表裏で使用）  
 貸付番号 第            号   

  
 
 

 

保育士就職支援資金（未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業 

利用料金の一部）貸借契約書  
 
 社会福祉法人福岡県社会福祉協議会（以下「甲」という。）と    

           （以下「乙」という。）は、保育士就職支援資金 

（未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部）につ

いて、次の各条に定めるところにより、貸借契約を締結する。  
 
 （貸付）  
第１条 甲は、乙に保育士就職支援資金（未就学児を持つ保育士の子ども

の預かり支援事業利用料金の一部）（以下「貸付金」という。）を貸与

し、乙はこれを借り受ける。  
 
 （貸付額等）  
第２条 貸付金の貸付額、貸付期間は次のとおりとする。   

貸付総額         円  

（年額         円）  
  貸付期間            年      月から  
                 年      月まで    月間  
 
 （連帯保証人）  
第３条 連帯保証人は、貸付金の返還債務を保証し、乙と連帯して債務を

負担する。  
２ 連帯保証人は、乙が死亡したときも、その債務を負担する。  
 

 

 
印 
 
紙 



 （一時償還）  
第４条 甲は、乙が福岡県保育士就職支援資金貸付規第１１条の各号のい

ずれかに該当すると認めたときは、一時償還を請求することができる。 

  

（貸付規程等との関係）  
第５条 この契約書に定めのない事項については、福岡県保育士就職支援

資金貸付規程の定めるところによる。  
 

 （補則）  
第６条 この契約書並びに前条の規程に定めのない事項については、甲乙

協議して定める。  
  上記契約の成立を証するために本書２通を作成し、当事者記名押印の

うえ各自１通を保有するものとする。  
 
              令和  年   月   日  
 
         甲    社会福祉法人福岡県社会福祉協議会  
             会  長   小  川   弘  毅        

  
         乙    住 所 
             氏  名              印  
 
       連帯保証人 住 所 
       （     ）  氏 名              印  
 
 
 
 備考 

１  乙が未成年者である場合については、（  ）内に連帯保証人が親権者又

は後見人である旨を記載すること。 

２  連帯保証人の印鑑は実印とし、印鑑証明書を添付すること。  



様式第６－１号  
 

貸付番号 第              号  

 

保育士就職支援資金（未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部）貸付変更申請書 

 

 

令和   年   月   日  

 

社会福祉法人 

福岡県社会福祉協議会会長 様 

 

保育料の変更のため、下記のとおり貸付契約内容を変更したいので、関係書類を添えて申請しま

す。 

 

ふりがな  性別 生年月日 

申請者 

氏 名 
 男 ・ 女  S ・ H   年  月  日 

住 所 

〒      - 

 

 電   話 （           ）           - 

 携帯電話 （           ）           - 

変更前貸付額 月額  円  

変更貸付希望額 

（月額） 

月額  円 ・・・算定根拠③の額 

※貸付額は、未就学児の保育料の半額とし、月額２７，０００円を上限とする。 

 算定根拠 

・ 保育料（月額） （                    円） ・・・① 

・ ① ÷ ２ ＝ （                    円※小数点以下切捨） ・・・② 

・ ② 又は ２７，０００円のうち、いずれか少ない額 

 （                    円） ・・・③ 

変更開始月       年      月分から 

 

※保育料決定通知書の写しを添付してください。 

 



様式第６－２号  
 

貸付番号 第              号  

 

保育士就職支援資金（未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部） 

貸付変更申請書 

 

 

令和   年   月   日  

 

社会福祉法人 

福岡県社会福祉協議会会長 様 

 

利用料金の変更のため、下記のとおり貸付契約内容を変更したいので、関係書類を添えて申請しま

す。 

 

ふりがな  性別 生年月日 

申請者 

氏 名 
 男 ・ 女  S ・ H   年  月  日 

住 所 

〒      - 

 

 電   話 （           ）           - 

 携帯電話 （           ）           - 

変更前貸付額 年額  円  

変更貸付希望額 

（年額） 

年額  円 ・・・算定根拠③の額 

※貸付額は、利用料金の半額とし、年額 １２３，０００円を上限とする。 

 算定根拠 

・ 料金（年額） （                    円） ・・・① 

・ ① ÷ ２ ＝ （                    円※小数点以下切捨） ・・・② 

・ ② 又は １２３，０００円のうち、いずれか少ない額 

 （                    円） ・・・③ 

変更開始月 年      月分から 

 

※子どもの預かり支援に関する事業の利用時間及び料金が記載された書類を添付してください。 

 



様式第７-１号
福社協発第　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯
フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

総額

変更
開始

金　　　　　　　円 月額 金　　　　　　　円

　　　年　　　月分～

貸付
期間

　　　年　　　月　～　　　　　　年　　　月　（　　　　箇月間）

変更前
貸付額

総額 月額金　　　　　　　円 金　　　　　　　円

変更後
貸付額

連帯
保証人 住所

貸付金
の種別

未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付

貸付
対象者 住所

貸付番号 貸付決定日

〒

社会福祉
法 人
会 長様

保育士就職支援資金貸付変更決定通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金は、審査の結果、下記の通り貸付
変更決定しましたのでお知らせします。



様式第７-２号
福社協発第　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯
フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

変更後
貸付額

総額 金　　　　　　　円 年額 金　　　　　　　円

変更
開始

　　　年　　　月分～

貸付
期間

　　　年　　　月　～　　　　　　年　　　月　（　　　　箇月間）

変更前
貸付額

総額 金　　　　　　　円 年額 金　　　　　　　円

連帯
保証人 住所

貸付金
の種別

未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

貸付
対象者 住所

〒

社会福祉
法 人
会 長様

保育士就職支援資金貸付変更決定通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金は、審査の結果、下記の通り貸付
変更決定しましたのでお知らせします。

貸付番号 貸付決定日



様式第８－１号
福社協発第　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯
フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

連帯
保証人 住所

貸付金
の種別

未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付

申請者
住所

貸付番号

〒

社会福祉
法 人
会 長様

保育士就職支援資金貸付変更不承認通知書

　貸付変更申請のありました保育士就職支援資金は、審査の結果、下記の通
り不承認となりましたのでお知らせします。



様式第８－２号
福社協発第　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯
フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

連帯
保証人 住所

貸付金
の種別

未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

申請者
住所

〒

社会福祉
法 人
会 長様

保育士就職支援資金貸付変更不承認通知書

　貸付変更申請のありました保育士就職支援資金は、審査の結果、下記の通
り不承認となりましたのでお知らせします。

貸付番号



様式第９－１号 
 

貸付番号 第              号  

 
保育士就職支援資金返還当然免除事実発生届 

 
                                                              令和  年  月  日 
  社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
                  住  所 〒 

                   施 設 名 
                  代表者名                 印 

電 話 （    ）   － 
 
 福岡県保育士就職支援資金貸付規程第９条に規定する事実が発生しましたので、下記の 

とおり届出ます。 

 備 考 次の書類を添付すること。 
   １ 保育士証の写し 

２ １年後の資格取得が見込まれる場合は、科目取得状況を証する書類又は在学証明書 

３ 死亡又は心身の故障により業務に従事できなくなったため届出する者（連帯保証人等

 を含む。）は、その事実を証明する書類 

貸 付 金 の 種 別 保育補助者雇上費貸付 

発 生 し た 事 実 の 概 要 

  
１ 貸付を受けた保育所で保育補助者が保育の補助に従事し、貸 
 付期間中に保育士資格を取得した。 
 

 ２ 貸付を受けた保育所で保育補助者が保育の補助に従事し、貸 
  付終了後１年の間に保育士資格を取得することが見込まれる。 
 
 ３ 業務上の事由により死亡した。 
 
 ４ 業務に起因する心身の故障により業務の継続が不可能になった。 

貸付を受けた資金の額                        円 

免除を受けようとする額                                          円 

       保育補助者の氏名          在職期間 

      年  月  日から 
         年  月  日まで 

上記のうち休職又は停職等の期間 

         年  月  日から 
         年  月  日まで 



様式第９－２号 
 

貸付番号 第              号  

 
保育士就職支援資金返還当然免除事実発生届 

 
                                                              令和  年  月  日 
  社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
                   住 所 〒 

 
                   氏 名                 印 

 
電 話 （    ）   － 

 
 福岡県保育士就職支援資金貸付規程第９条に規定する事実が発生しましたので、下記の 

とおり届出ます。 

 備 考 次の書類を添付すること。 
   １ 在職証明書その１（現在の従事先） 
   ２ 休職又は停職等の有無及び期間を証明する書類 
   ３ 死亡又は心身の故障により業務に従事できなくなったため届出する者（連帯保証人等

を含む。）は、その事実を証明する書類 

貸 付 金 の 種 別 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 

発 生 し た 事 実 の 概 要 

  
 

１ 県内の保育所等において２年間児童の保護等に従事した。 
 
 ２ 業務上の事由により死亡した。 
 
 ３ 業務に起因する心身の故障により業務の継続が不可能になった。 

貸付を受けた資金の額                        円 

免除を受けようとする額                                          円 

       業務従事先の名称         左記の在職期間 

      年  月  日から 
         年  月  日まで 

上記のうち休職又は停職等の期間 

         年  月  日から 
         年  月  日まで 



様式第９－３号 
 

貸付番号 第              号  

 
保育士就職支援資金返還当然免除事実発生届 

 
                                                              令和  年  月  日 
  社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
                   住 所 〒 

 
                   氏 名                 印 

 
電 話 （    ）   － 

 
 福岡県保育士就職支援資金貸付規程第９条に規定する事実が発生しましたので、下記の 

とおり届出ます。 

 備 考 次の書類を添付すること。 
   １ 在職証明書その１（現在の従事先） 
   ２ 休職又は停職等の有無及び期間を証明する書類 
   ３ 死亡又は心身の故障により業務に従事できなくなったため届出する者（連帯保証人等

を含む。）は、その事実を証明する書類 

貸 付 金 の 種 別 就職準備金貸付 

発 生 し た 事 実 の 概 要 

  
 

１ 県内の保育所等において２年間児童の保護等に従事した。 
 
 ２ 業務上の事由により死亡した。 
 
 ３ 業務に起因する心身の故障により業務の継続が不可能になった。 

貸付を受けた資金の額                        円 

免除を受けようとする額                                          円 

       業務従事先の名称         左記の在職期間 

      年  月  日から 
         年  月  日まで 

上記のうち休職又は停職等の期間 

         年  月  日から 
         年  月  日まで 



様式第９－４号 
 

貸付番号 第              号  

 
保育士就職支援資金返還当然免除事実発生届 

 
                                                              令和  年  月  日 
  社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
                   住 所 〒 

 
                   氏 名                 印 

 
電 話 （    ）   － 

 
 福岡県保育士就職支援資金貸付規程第９条に規定する事実が発生しましたので、下記の 

とおり届出ます。 

 備 考 次の書類を添付すること。 
   １ 在職証明書その１（現在の従事先） 
   ２ 休職又は停職等の有無及び期間を証明する書類 
   ３ 死亡又は心身の故障により業務に従事できなくなったため届出する者（連帯保証人等

を含む。）は、その事実を証明する書類 

貸 付 金 の 種 別 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

発 生 し た 事 実 の 概 要 

  
 

１ 県内の保育所等において２年間児童の保護等に従事した。 
 
 ２ 業務上の事由により死亡した。 
 
 ３ 業務に起因する心身の故障により業務の継続が不可能になった。 

貸付を受けた資金の額                        円 

免除を受けようとする額                                          円 

       業務従事先の名称         左記の在職期間 

      年  月  日から 
         年  月  日まで 

上記のうち休職又は停職等の期間 

         年  月  日から 
         年  月  日まで 



様式第１０－１号 福社協第　　　　    号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

～

元金

フリガナ

施設名
又は事
業者名

電話 自宅 携帯

備考

〒

返還免除額

社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還免除決定通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金の返還の免除は、審査の結果、
下記の通り免除決定しましたのでお知らせします。

　　様

貸付

貸付番号

　箇月間

円 返還済額 円貸付金額（元金）

円

返還残元金

貸付金の種別

円返還残額

住所

円円 返還残延滞利子

保育補助者雇上費貸付

免除決定日

申請者

円
免除

返還済元金 円 返還済延滞利子

　　　年　月 　　　年　月



様式第１０－２号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

～

元金

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

円 返還残延滞利子 円

申請者

住所

返還済元金 円 返還済延滞利子 円

免除
返還免除額 円 返還残額 円

返還残元金

貸付金の種別 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付

貸付

　　　年　月 　　　年　月 　箇月間

貸付金額（元金） 円 返還済額 円

〒

　　様 社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還免除決定通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金の返還の免除は、審査の結果、
下記の通り免除決定しましたのでお知らせします。

貸付番号 免除決定日



様式第１０－３号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

元金

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

返還残延滞利子 円

申請者

住所

円 返還済延滞利子 円

免除
返還免除額 円 返還残額 円

返還残元金 円

貸付金の種別 就職準備金貸付

貸付

令和　年　月

貸付金額（元金） 円 返還済額 円

返還済元金

〒

　　様 社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還免除決定通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金の返還の免除は、審査の結果、
下記の通り免除決定しましたのでお知らせします。

貸付番号 免除決定日



様式第１０－４号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

～

元金

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

円 返還残延滞利子 円

申請者

住所

返還済元金 円 返還済延滞利子 円

免除
返還免除額 円 返還残額 円

返還残元金

貸付金の種別 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

貸付

　　　年　月 　　　年　月 　箇月間

貸付金額（元金） 円 返還済額 円

〒

　　様 社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還免除決定通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金の返還の免除は、審査の結果、
下記の通り免除決定しましたのでお知らせします。

貸付番号 免除決定日



様式第１１－１号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

～

フリガナ

施設又
は事業
者名

電話 自宅 携帯

備考

円貸付

返還済元金

申請者

住所

　　　年　月

　　様 社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還免除不承認通知書

円

保育補助者雇上費貸付

円

〒

お申し込みになりました保育士就職支援資金の返還の免除は、審査の結果、
下記の通り不承認となりましたのでお知らせします。

貸付番号 不承認決定日

円

貸付金の種別

　　　年　月

返還済延滞利子

返還済額

　箇月間

貸付金額（元金）



様式第１１－２号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

～

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

　箇月間

貸付金額（元金）

返還済元金 円 返還済延滞利子 円

申請者

貸付番号

住所

貸付金の種別 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付

貸付

　　　年　月 　　　年　月

不承認決定日

円 返還済額 円

〒

　　様 社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還免除不承認通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金の返還の免除は、審査の結果、
下記の通り不承認となりましたのでお知らせします。



様式第１１－３号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

貸付金額（元金） 返還済額

円 返還済延滞利子 円

申請者

貸付番号

住所

不承認決定日

貸付金の種別 就職準備金貸付

貸付

令和　年　月

円 円

返還済元金

〒

　　様 社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還免除不承認通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金の返還の免除は、審査の結果、
下記の通り不承認となりましたのでお知らせします。



様式第１１－４号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

～

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

　箇月間

貸付金額（元金）

返還済元金 円 返還済延滞利子 円

申請者

貸付番号

住所

貸付金の種別 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

貸付

　　　年　月 　　　年　月

不承認決定日

円 返還済額 円

〒

　　様 社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還免除不承認通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金の返還の免除は、審査の結果、
下記の通り不承認となりましたのでお知らせします。



様式第１２－１号 

 貸 付 番 号   第              号  
 

保育士就職支援資金返還明細書 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
                   所在地 〒 

 
                   施設名                  印 

 

電 話 （   ）  － 

 
 下記により保育士就職支援資金を返還します。  

貸付金の種別 保育補助者雇上費貸付 

貸付を受けた期間 
（休 止 期 間） 

      年  月から  年  月まで  箇月間 
 （    年  月から  年  月まで  箇月間） 

返 還 す べ き 額                             円 

返還方法及び額   ・ １回払 ・ 月賦 ・ 半年賦      円（最終月    円） 

返 還 完 了 年 月       令和  年  月  日 

返 
還 

方 

法 

内 

訳 

月賦による納期限  令和  年  月から 毎月２５日 

  半年賦による 
 
       納期限 

  回 数        納 期 限 

  １     月２５日 

  ２   月２５日 

１回払による納期限    令和  年   月２５日 

返 還 理 由   

備 考 
  １ 返還方法については、１回払、半年賦又は月賦のいずれかの方法を選択し、当該方法に

よる返還回数で「返還すべき額」を除して得た額を「返還額」として記載すること。 
  ２ 返還は返還開始理由の生じた月の翌月から起算して貸付を受けた期間（月数）の２倍の

期間までに終了すること。（経済状況等やむを得ない事情により期間内の返還が困難と認

められた場合は、貸付を受けた期間の４倍の期間内とする。4倍の期間内での返還を希望

する場合は、所得証明書等、返還期間延長の根拠となる書類を添付すること。） 



様式第１２－２号 

 貸 付 番 号   第              号  
 

保育士就職支援資金返還明細書 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
                   住 所 〒 

 
                   氏 名                  印 

 

電 話 （   ）  － 

 
 下記により保育士就職支援資金を返還します。  

貸付金の種別 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 

貸付を受けた期間 
（休 止 期 間） 

      年  月から  年  月まで  箇月間 
 （    年  月から  年  月まで  箇月間） 

返 還 す べ き 額                             円 

返還方法及び額   ・ １回払 ・ 月賦 ・ 半年賦      円（最終月    円） 

返 還 完 了 年 月       令和  年  月  日 

返 
還 

方 

法 

内 

訳 

月賦による納期限  令和  年  月から 毎月２５日 

  半年賦による 
 
       納期限 

  回 数        納 期 限 

  １     月２５日 

  ２   月２５日 

１回払による納期限    令和  年   月２５日 

返 還 理 由   

備 考 
  １ 返還方法については、１回払、半年賦又は月賦のいずれかの方法を選択し、当該方法に

よる返還回数で「返還すべき額」を除して得た額を「返還額」として記載すること。 
  ２ 返還は返還開始理由の生じた月の翌月から起算して貸付を受けた期間（月数）の２倍の

期間までに終了すること。（経済状況等やむを得ない事情により期間内の返還が困難と認

められた場合は、貸付を受けた期間の４倍の期間内とする。4倍の期間内での返還を希望

する場合は、所得証明書等、返還期間延長の根拠となる書類を添付すること。） 



様式第１２－３号 

 貸 付 番 号   第              号  
 

保育士就職支援資金返還明細書 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
                   住 所 〒 

 
                   氏 名                   印 

 

電 話 （   ）  － 

 
 下記により保育士就職支援資金を返還します。  

貸付金の種別 就職準備金貸付 

貸  付 令和  年  月 

返 還 す べ き 額                             円 

返還方法及び額   ・ １回払 ・ 月賦 ・ 半年賦      円（最終月    円） 

返 還 完 了 年 月       令和  年  月  日 

返 
還 

方 

法 

内 

訳 

月賦による納期限  令和  年  月から 毎月２５日 

  半年賦による 
 
       納期限 

  回 数        納 期 限 

  １     月２５日 

  ２   月２５日 

１回払による納期限    令和  年   月２５日 

返 還 理 由   

備 考 
  １ 返還方法については、１回払、半年賦又は月賦のいずれかの方法を選択し、当該方法に

よる返還回数で「返還すべき額」を除して得た額を「返還額」として記載すること。 
  ２ 返還は返還開始理由の生じた月の翌月から起算して貸付を受けた期間（月数）の２倍の

期間までに終了すること。（経済状況等やむを得ない事情により期間内の返還が困難と認

められた場合は、貸付を受けた期間の４倍の期間内とする。4倍の期間内での返還を希望

する場合は、所得証明書等、返還期間延長の根拠となる書類を添付すること。） 



様式第１２－４号 

 貸 付 番 号   第              号  
 

保育士就職支援資金返還明細書 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
                   住 所 〒 

 
                   氏 名                  印 

 

電 話 （   ）  － 

 
 下記により保育士就職支援資金を返還します。  

貸付金の種別 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

貸付を受けた期間 
（休 止 期 間） 

      年  月から  年  月まで  箇月間 
 （    年  月から  年  月まで  箇月間） 

返 還 す べ き 額                             円 

返還方法及び額   ・ １回払 ・ 月賦 ・ 半年賦      円（最終月    円） 

返 還 完 了 年 月       令和  年  月  日 

返 
還 

方 

法 

内 

訳 

月賦による納期限  令和  年  月から 毎月２５日 

  半年賦による 
 
       納期限 

  回 数        納 期 限 

  １     月２５日 

  ２   月２５日 

１回払による納期限    令和  年   月２５日 

返 還 理 由   

備 考 
  １ 返還方法については、１回払、半年賦又は月賦のいずれかの方法を選択し、当該方法に

よる返還回数で「返還すべき額」を除して得た額を「返還額」として記載すること。 
  ２ 返還は返還開始理由の生じた月の翌月から起算して貸付を受けた期間（月数）の２倍の

期間までに終了すること。（経済状況等やむを得ない事情により期間内の返還が困難と認

められた場合は、貸付を受けた期間の４倍の期間内とする。4倍の期間内での返還を希望

する場合は、所得証明書等、返還期間延長の根拠となる書類を添付すること。） 



様式第１３－１号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

施設名
又は事
業者名

電話 自宅 携帯

令和　年　月　日
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日

円
令和　年　月　日

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

円 令和　年　月　日 円

円
令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

納入年月日

返還期限

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

納入金額

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日

〒

借受者

住所

円 令和　年　月　日
納入年月日 納入金額

令和　　年　　月　　日
円

お申し込みになりました保育士就職支援資金は、以下の計画での納入が決定し
ましたのでお知らせします。

貸付番号 決定日

返還方法

貸付金の種別

返還対象額 円

様 社 会 福 祉
法 人
会 長

令和　　年　　月　　日

保育士就職支援資金貸付納入通知書

貸付総額

保育補助者雇上費貸付



様式第１３－２号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

納入年月日 納入金額 納入年月日 納入金額
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

貸付総額 円 返還対象額 円
返還方法 返還期限 令和　　年　　月　　日

貸付金の種別 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付

借受者

住所

〒

様 社 会 福 祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金貸付納入通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金は、以下の計画での納入が決定し
ましたのでお知らせします。

貸付番号 決定日 令和　　年　　月　　日



様式第１３－３号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

納入年月日 納入金額 納入年月日 納入金額
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円

貸付総額 円 返還対象額 円
返還方法 返還期限 令和　　年　　月　　日

貸付金の種別 就職準備金貸付

借受者

住所

〒

様 社 会 福 祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金貸付納入通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金は、以下の計画での納入が決定し
ましたのでお知らせします。

貸付番号 決定日 令和　　年　　月　　日



様式第１３－４号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

〒

様 社 会 福 祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金貸付納入通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金は、以下の計画での納入が決定し
ましたのでお知らせします。

貸付番号 決定日 令和　　年　　月　　日

貸付金の種別 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

借受者

住所

貸付総額 円 返還対象額 円
返還方法 返還期限 令和　　年　　月　　日

納入年月日 納入金額 納入年月日 納入金額
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円
令和　年　月　日 円 令和　年　月　日 円



様式第１４－１号  

 貸 付 番 号   第              号  
 

保育士就職支援資金返還方法変更届 
 
                                                              令和  年  月  日 
 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
                   所在地 〒 

 
                   施設名                 印 
 

電 話 （   ）  － 
 
 下記により保育士就職支援資金の返還方法を変更しますので、届出ます。  

 
 備 考 
  １ 返還方法については、１回払、半年賦又は月賦のいずれかの方法を選択し、当該方法に

よる返還回数で「返還すべき額」を除して得た額を「返還額」として記載すること。 
  ２ 返還は返還開始理由の生じた月の翌月から起算して貸付を受けた期間（月数）の２倍の

期間までに終了すること。（経済状況等やむを得ない事情により期間内の返還が困難と認
められた場合は、貸付を受けた期間の４倍の期間内とする。4倍の期間内での返還を希望

する場合は、所得証明書等、返還期間延長の根拠となる書類を添付すること。） 

貸付金の種別 保育補助者雇上費貸付 

旧
返
還
明
細 

貸付を受けた期間 
（休 止 期 間） 

      年  月から  年  月まで  箇月間 
 （    年  月から  年  月まで  箇月間） 

返 還 す べ き 額                               円 

返還方法及び額   ・ １回払 ・ 月賦 ・ 半年賦     円（最終月    円） 

返 還 完 了 年 月      令和  年  月  日 

新
返
還
明
細 

返 還 残 額 
返還方法及び額 

                              円 
  ・ １回払 ・ 月賦 ・ 半年賦     円（最終月    円） 

理 由  

返 還 完 了 年 月      令和  年  月  日 

返 

還 

方 

法 

内 

訳 

月賦による納期限  令和  年  月から 毎月２５日 

  半年賦による 
 
       納期限 

  回 数        納 期 限 

    月２５日 

   月２５日 

１回払による納期限    令和  年   月２５日 



様式第１４－２号  

 貸 付 番 号   第              号  
 

保育士就職支援資金返還方法変更届 
 
                                                              令和  年  月  日 
 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
                   住 所 〒 

 
                   氏 名                 印 
 

電 話（   ）  － 
 
 下記により保育士就職支援資金の返還方法を変更しますので、届出ます。  

 
 備 考 
  １ 返還方法については、１回払、半年賦又は月賦のいずれかの方法を選択し、当該方法に

よる返還回数で「返還すべき額」を除して得た額を「返還額」として記載すること。 
  ２ 返還は返還開始理由の生じた月の翌月から起算して貸付を受けた期間（月数）の２倍の

期間までに終了すること。（経済状況等やむを得ない事情により期間内の返還が困難と認
められた場合は、貸付を受けた期間の４倍の期間内とする。4倍の期間内での返還を希望

する場合は、所得証明書等、返還期間延長の根拠となる書類を添付すること。） 

貸付金の種別 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 

旧
返
還
明
細 

貸付を受けた期間 
（休 止 期 間） 

      年  月から  年  月まで  箇月間 
 （    年  月から  年  月まで  箇月間） 

返 還 す べ き 額                               円 

返還方法及び額   ・ １回払 ・ 月賦 ・ 半年賦     円（最終月    円） 

返 還 完 了 年 月      令和  年  月  日 

新
返
還
明
細 

返 還 残 額 
返還方法及び額 

                              円 
  ・ １回払 ・ 月賦 ・ 半年賦     円（最終月    円） 

理 由  

返 還 完 了 年 月      令和  年  月  日 

返 

還 

方 

法 

内 

訳 

月賦による納期限  令和  年  月から 毎月２５日 

  半年賦による 
 
       納期限 

  回 数        納 期 限 

    月２５日 

   月２５日 

１回払による納期限    令和  年   月２５日 



様式第１４－３号  

 貸 付 番 号   第              号  
 

保育士就職支援資金返還方法変更届 
 
                                                              令和  年  月  日 
 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
                   住 所 〒 

 
                   氏 名                 印 
 

電 話 （   ）  － 
 
 下記により保育士就職支援資金の返還方法を変更しますので、届出ます。  

 
 備 考 
  １ 返還方法については、１回払、半年賦又は月賦のいずれかの方法を選択し、当該方法に

よる返還回数で「返還すべき額」を除して得た額を「返還額」として記載すること。 
  ２ 返還は返還開始理由の生じた月の翌月から起算して貸付を受けた期間（月数）の２倍の

期間までに終了すること。（経済状況等やむを得ない事情により期間内の返還が困難と認
められた場合は、貸付を受けた期間の４倍の期間内とする。4倍の期間内での返還を希望
する場合は、所得証明書等、返還期間延長の根拠となる書類を添付すること。） 

貸付金の種別 就職準備金貸付 

旧
返
還
明
細 

貸  付 令和  年  月 

返 還 す べ き 額                               円 

返還方法及び額   ・ １回払 ・ 月賦 ・ 半年賦     円（最終月    円） 

返 還 完 了 年 月      令和  年  月  日 

新
返
還
明
細 

返 還 残 額 
返還方法及び額 

                              円 
  ・ １回払 ・ 月賦 ・ 半年賦     円（最終月    円） 

理 由  

返 還 完 了 年 月      令和  年  月  日 

返 

還 

方 

法 

内 

訳 

月賦による納期限  令和  年  月から 毎月２５日 

  半年賦による 
 
       納期限 

  回 数        納 期 限 

    月２５日 

   月２５日 

１回払による納期限    令和  年   月２５日 



様式第１４－４号  

 貸 付 番 号   第              号  
 

保育士就職支援資金返還方法変更届 
 
                                                              令和  年  月  日 
 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
                   住 所 〒 

 
                   氏 名                 印 
 

電 話 （   ）  － 
 
 下記により保育士就職支援資金の返還方法を変更しますので、届出ます。  

 
 備 考 
  １ 返還方法については、１回払、半年賦又は月賦のいずれかの方法を選択し、当該方法に

よる返還回数で「返還すべき額」を除して得た額を「返還額」として記載すること。 
  ２ 返還は返還開始理由の生じた月の翌月から起算して貸付を受けた期間（月数）の２倍の

期間までに終了すること。（経済状況等やむを得ない事情により期間内の返還が困難と認
められた場合は、貸付を受けた期間の４倍の期間内とする。4倍の期間内での返還を希望
する場合は、所得証明書等、返還期間延長の根拠となる書類を添付すること。） 

貸付金の種別 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

旧
返
還
明
細 

貸付を受けた期間 
（休 止 期 間） 

      年  月から  年  月まで  箇月間 
 （    年  月から  年  月まで  箇月間） 

返 還 す べ き 額                               円 

返還方法及び額   ・ １回払 ・ 月賦 ・ 半年賦     円（最終月    円） 

返 還 完 了 年 月      令和  年  月  日 

新
返
還
明
細 

返 還 残 額 
返還方法及び額 

                              円 
  ・ １回払 ・ 月賦 ・ 半年賦     円（最終月    円） 

理 由  

返 還 完 了 年 月      令和  年  月  日 

返 

還 

方 

法 

内 

訳 

月賦による納期限  令和  年  月から 毎月２５日 

  半年賦による 
 
       納期限 

  回 数        納 期 限 

    月２５日 

   月２５日 

１回払による納期限    令和  年   月２５日 



様式第１５－１号  
 

貸付番号 第              号  

 
 

保育士就職支援資金返還猶予申請書 
 

令和   年   月   日  
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 

申請者 所在地 〒    － 
 

施設名  
                   印  

電 話 （     ）     －      
 

次のとおり就職支援資金の返還債務の履行猶予を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

貸 付 金 の 種 別 保育補助者雇上費貸付  

貸 付 総 額                      円  

貸 付 期 間   年  月分から    年  月分まで  

返 還 済 額                      円  

返還猶予申請期間   年  月  日から    年  月  日まで 

返還猶予申請理由 

（番号に○） 

１ 引き続き当該施設又は事業所において保育補助者が保育の補助等に

従事しているため 

２ 災害のため 

３ 疾病のため 

４ 負傷のため 

５ その他やむを得ない事由のため 
（                            ） 

 

 備 考 次の書類を添付すること。 

   １ 当該施設又は事業所において保育補助者が保育の補助等に従事している場合は、在職

証明書その１（現在の従事先） 
   ２ 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由がある場合は、それを証する書類 



様式第１５－２号  
 

貸付番号 第              号  

 
 

保育士就職支援資金返還猶予申請書 
 

令和   年   月   日  
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 

申請者 住  所 〒    － 
 

氏  名                   印  
 
電  話 （     ）     －      

 
次のとおり就職支援資金の返還債務の履行猶予を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

貸 付 金 の 種 別 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付  

貸 付 総 額                      円  

貸 付 期 間   年  月分から    年  月分まで  

返 還 済 額                      円  

返還猶予申請期間   年  月  日から    年  月  日まで 

（勤務開始日から２年間）      

返還猶予申請理由 

（番号に○） 

１ 県内の保育所等において児童の保護等に従事しているため 

２ 災害のため 

３ 疾病のため 

４ 負傷のため 

５ その他やむを得ない事由のため 
（                            ） 

 

 備 考 次の書類を添付すること。 

   １ 児童の保護等に従事している場合は、在職証明書その１（現在の従事先） 
   ２ 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由がある場合は、それを証する書類 



様式第１５－３号  
 

貸付番号 第              号  

 
 

保育士就職支援資金返還猶予申請書 
 

令和   年   月   日  
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 

申請者 住  所 〒    － 
 

氏  名                   印  
 
電  話 （     ）     －      

 
次のとおり就職支援資金の返還債務の履行猶予を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

貸 付 金 の 種 別 就職準備金貸付  

貸 付 総 額                      円  

貸 付 決 定 日   年  月  日  

返 還 済 額                      円  

返還猶予申請期間   年  月  日から    年  月  日まで 

返還猶予申請理由 

（番号に○） 

１ 県内の保育所等において児童の保護等に従事しているため 

２ 災害のため 

３ 疾病のため 

４ 負傷のため 

５ その他やむを得ない事由のため 
（                            ） 

 

 備 考 次の書類を添付すること。 

   １ 児童の保護等に従事している場合は、在職証明書その１（現在の従事先） 
   ２ 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由がある場合は、それを証する書類 



様式第１５－４号  
 

貸付番号 第              号  

 
 

保育士就職支援資金返還猶予申請書 
 

令和   年   月   日  
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 

申請者 住  所 〒    － 
 

氏  名                   印  
 
電  話 （     ）     －      

 
次のとおり就職支援資金の返還債務の履行猶予を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

貸 付 金 の 種 別 未就学児を持つ保育士子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付  

貸 付 総 額                      円  

貸 付 期 間   年  月分から    年  月分まで  

返 還 済 額                      円  

返還猶予申請期間   年  月  日から    年  月  日まで 

返還猶予申請理由 

（番号に○） 

１ 県内の保育所等において児童の保護等に従事しているため 

２ 災害のため 

３ 疾病のため 

４ 負傷のため 

５ その他やむを得ない事由のため 
（                            ） 

 

 備 考 次の書類を添付すること。 

   １ 児童の保護等に従事している場合は、在職証明書その１（現在の従事先） 

   ２ 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由がある場合は、それを証する書類 



様式第１６－１号 福社協第　　　　  　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

～

～

返還

フリガナ

施設名
又は事
業者名

電話

備考

　箇月間

返還免除済額

返還期限(猶予後） 返還期限(猶予前)

　箇月間

貸付金額（元金）

貸付
対象者

住所

猶予
　　　年　月 　　　年　月

貸付番号

円 返還残額 円

貸付金
の種別

保育補助者雇上費貸付

貸付
　　　年　月 　　　年　月

猶予決定日

円 返還済額 円

〒

　　　　　　　　　　　　　　　様 社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還猶予決定通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金の返還の猶予は、審査の結果、
下記の通り猶予決定しましたのでお知らせします。



様式第１６－２号 福社協第　　　　  　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

～

～

返還

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

返還期限(猶予後） 返還期限(猶予前)

　箇月間

返還免除済額 円返還残額

貸付

猶予

円

　　　年　月　　　年　月

円

社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還猶予決定通知書

〒

　　　年　月 　　　年　月 　箇月間

お申し込みになりました保育士就職支援資金の返還の猶予は、審査の結果、
下記の通り猶予決定しましたのでお知らせします。

様

貸付
対象者 住所

貸付金額（元金） 円 返還済額

貸付番号 猶予決定日

貸付金
の種別

未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付



様式第１６－３号 福社協第　　　　  　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

～

返還

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

〒

様 社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還猶予決定通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金の返還の猶予は、審査の結果、
下記の通り猶予決定しましたのでお知らせします。

貸付番号 猶予決定日

貸付金
の種別

就職準備金貸付

貸付

貸付金額（元金） 円 返還済額 円

猶予
　　　年　月 　　　年　月 　箇月間

返還免除済額 円 返還残額 円

貸付
対象者 住所

　　　　　　年　　　月　　　日

返還期限(猶予後） 返還期限(猶予前)



様式第１６－４号 福社協第　　　　  　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

～

～

返還

フリガナ

氏名

電話 自宅 携帯

備考

返還期限(猶予後） 返還期限(猶予前)

貸付
対象者 住所

猶予
　　　年　月 　　　年　月 　箇月間

返還免除済額 円 返還残額 円

貸付金
の種別

未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付

貸付
　　　年　月 　　　年　月 　箇月間

貸付金額（元金） 円 返還済額 円

〒

様 社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還猶予決定通知書

お申し込みになりました保育士就職支援資金の返還の猶予は、審査の結果、
下記の通り猶予決定しましたのでお知らせします。

貸付番号 猶予決定日



様式第１７－１号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

　様 社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還猶予不承認通知書

〒

　お申し込みになりました保育士就職支援資金（保育補助者雇上費貸付）の返還の猶
予は、審査の結果、不承認となりましたのでお知らせします。



様式第１７－２号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

　お申し込みになりました保育士就職支援資金（未就学児を持つ保育士に対する保育
料の一部貸付）の返還の猶予は、審査の結果、不承認となりましたのでお知らせしま
す。

〒

　様 社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還猶予不承認通知書



様式第１７－３号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

　お申し込みになりました保育士就職支援資金（就職準備金貸付）の返還の猶予は、
審査の結果、不承認となりましたのでお知らせします。

〒

　様 社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還猶予不承認通知書



様式第１７－４号 福社協第　　　　　　号
令和　　年　　月　　日

福岡県社会福祉協議会

（公印略）

〒

　様 社会福祉
法 人
会 長

保育士就職支援資金返還猶予不承認通知書

　お申し込みになりました保育士就職支援資金（未就学児を持つ保育士の子どもの預
かり支援事業利用料金の一部貸付）の返還の猶予は、審査の結果、不承認となりまし
たのでお知らせします。



様式第１８－１号  

 貸 付 番 号  第              号  
 

保育士就職支援資金返還免除申請書 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
                   所在地 〒 

 
                   施設名                   印 

 

電 話 （   ）  － 
 
 保育士就職支援資金の返還の債務の免除を受けたいので、関係書類を添えて申請します。  

貸付金の種別 保育補助者雇上費貸付 

貸 付 総 額                      円 

貸 付 期 間       年  月分から    年  月分まで 

既 返 還 済 額                      円 

免除を受けたい額                      円 

理    由 

（番号に○） 

 １ 死亡、又は、障害により資金を返還することができなくなった 

ため。 

 

 ２ 障害により資金を返還することができなくなったため。 
 

  ３ 貸付を受けた保育所で保育補助者が１年以上保育の補助に従事 

したため。 

        保育補助者の氏名       在職期間 

       年  月  日から 
        年  月  日まで 

  上記のうち休職又は停職等の期間 

        年  月  日から 
        年  月  日まで 

 
 備 考 次の書類を添付すること。 
   １ 死亡又は心身の故障のため業務に従事できなくなったため免除申請する者は、 
    その事実を証明する書類 
    
    



様式第１８－２号  

 貸 付 番 号  第              号  
 

保育士就職支援資金返還免除申請書 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
                   住 所 〒 

 
                   氏 名                 印 

 
電 話（   ）  － 

 
 保育士就職支援資金の返還の債務の免除を受けたいので、関係書類を添えて申請します。  

貸付金の種別 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 

貸 付 総 額                      円 

貸 付 期 間       年  月分から    年  月分まで 

既 返 還 済 額                      円 

免除を受けたい額                      円 

理    由 

（番号に○） 

 １ 死亡、又は、障害により資金を返還することができなくなった 

ため。 

 

 ２ 障害により資金を返還することができなくなったため。 
 

  ３ 県内の保育所等で児童の保護に１年以上従事したため。 

        業務従事先の名称      左記の在職期間 

       年  月  日から 
        年  月  日まで 

  上記のうち休職又は停職等の期間 

        年  月  日から 
        年  月  日まで 

 
 備 考 次の書類を添付すること。 
   １ 死亡又は心身の故障のため業務に従事できなくなったため免除申請する者は、 
    その事実を証明する書類 
   ２ 在職証明書その２（旧従事先） 
   ３ 休職又は停職等の有無及び期間を証明する書類 



様式第１８－３号  

 貸 付 番 号  第              号  
 

保育士就職支援資金返還免除申請書 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
                   住 所 〒 

 
                   氏 名                 印 

 
電 話（   ）  － 

 
 保育士就職支援資金の返還の債務の免除を受けたいので、関係書類を添えて申請します。  

貸付金の種別 就職準備金貸付 

貸 付 総 額                      円 

貸 付   年  月 

既 返 還 済 額                      円 

免除を受けたい額                      円 

理    由 

（番号に○） 

 １ 死亡、又は、障害により資金を返還することができなくなった 

ため。 

 

 ２ 障害により資金を返還することができなくなったため。 
 

  ３ 県内の保育所等で児童の保護に１年以上従事したため。 

        業務従事先の名称      左記の在職期間 

       年  月  日から 
        年  月  日まで 

  上記のうち休職又は停職等の期間 

        年  月  日から 
        年  月  日まで 

 
 備 考 次の書類を添付すること。 
   １ 死亡又は心身の故障のため業務に従事できなくなったため免除申請する者は、 
    その事実を証明する書類 
   ２ 在職証明書その２（旧従事先） 
   ３ 休職又は停職等の有無及び期間を証明する書類 
 



様式第１８－４号  

 貸 付 番 号  第              号  
 

保育士就職支援資金返還免除申請書 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
                   住 所 〒 

 
                   氏 名                 印 

 
電 話（   ）  － 

 
 保育士就職支援資金の返還の債務の免除を受けたいので、関係書類を添えて申請します。  

貸付金の種別 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

貸 付 総 額                      円 

貸 付 期 間       年  月分から    年  月分まで 

既 返 還 済 額                      円 

免除を受けたい額                      円 

理    由 

（番号に○） 

 １ 死亡、又は、障害により資金を返還することができなくなった 

ため。 

 

 ２ 障害により資金を返還することができなくなったため。 
 

  ３ 県内の保育所等で児童の保護に１年以上従事したため。 

        業務従事先の名称      左記の在職期間 

       年  月  日から 
        年  月  日まで 

  上記のうち休職又は停職等の期間 

        年  月  日から 
        年  月  日まで 

 
 備 考 次の書類を添付すること。 
   １ 死亡又は心身の故障のため業務に従事できなくなったため免除申請する者は、 
    その事実を証明する書類 
   ２ 在職証明書その２（旧従事先） 
   ３ 休職又は停職等の有無及び期間を証明する書類 



様式第１９-１号  

 貸付番号  第              号  
 

住 所 、 氏 名 変 更 届 
 
                                                              令和  年  月  日 
 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
                   所在地 〒 

 
                   施設名 
 

電 話 （     ）    － 
  
 下記のとおり変更しましたので、届出ます。  

貸付金の種類 

 

１ 保育補助者雇上費貸付   

保育補助者 

旧 
氏 名  

住 所  

新 

ふりがな 

氏 名  

住 所 〒 
                      電話（   ）  － 

連帯保証人 

旧 
氏 名  

住 所  

新 

ふりがな 

氏 名 年  月  日生  性別 男・女 

続 柄  

住 所 〒 
                      電話（   ）  － 

連帯保証人 

勤務先 

旧  

新 
〒 

電話（   ）  － 

変 更 理 由  

変更年月日           年   月   日 
 
 備 考    住民票など変更事項を証明する書類を添付してください。 



様式第１９-２号  

 貸付番号  第              号  
 

住 所 、 氏 名 変 更 届 
                                                              令和  年  月  日 
 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
                   住 所 〒 

 
                   氏 名                 印 

 
電 話 （    ）  － 

 
 下記のとおり変更しましたので、届出ます。  

貸付金の種類 

（番号に○） 

 
２ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付  
３ 就職準備金貸付 
４ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

借 受 者 

 

旧 
氏 名  
住 所  

新 

ふりがな 

氏 名  

住 所 〒 
                      電話（   ）  － 

連帯保証人 

旧 
氏 名  
住 所  

新 

ふりがな 

氏 名 年  月  日生  性別 男・女 

続 柄  

住 所 〒 
                      電話（   ）  － 

連帯保証人 

勤務先 

旧  

新 
〒 

 電話（   ）  － 

変 更 理 由  

変更年月日           年   月   日 
 
 備 考  
   住民票など変更事項を証明する書類を添付してください。 



様式第２０-１号  

 貸付番号  第              号  
 
 

休職、復職、停職届 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
                         

  所 在 地 〒 

 

 

                       施 設 名 称 

 
                        施 設 長 名                 印 
                    

電  話  （    ）    － 

 
 
 このたび、従事業務を（休職、復職、停職）しましたので、下記のとおり、届出ます。 

  

保育補助者雇上費貸付 

保育補助者 

住所  

氏名  

届 出 事 項 

（番号に○） 

 １ 休職（    年  月  日から    年  月  日まで） 

 ２ 復職（    年  月  日 ） 

 ３ 停職（    年  月  日から    年  月  日まで） 

理 由 
 

 
  
 



様式第２０-２号  

 貸付番号  第              号  
 
 

休職、復職、停職届 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
 
                   住 所 〒 

 
                    

氏 名                 印 

 

電 話  （    ）    － 
 
 このたび、従事業務を（休職、復職、停職）しましたので、下記のとおり、届出ます。  

貸付金の種別 

（番号に○） 

２ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付  
３ 就職準備金貸付 
４ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

届 出 事 項 

（番号に○） 

 １ 休職（    年  月  日から    年  月  日まで） 

 ２ 復職（    年  月  日） 

 ３ 停職（    年  月  日から    年  月  日まで） 

理 由  

 
 上記のとおり相違ありません。 
 
       

 令和  年  月  日 
 
                  （業務従事先） 

 

  施設所在地 〒 

 

                       施 設 名 称 

 
                        施 設 長 名                印 
 



様式第２１号  

 貸付番号  第              号  
 

保 育 補 助 者 変 更 届 
 
                                                              令和  年  月  日 
 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
                   住 所 〒 

 
                   施設名                  印 

 

電 話（   ）  － 
 
 下記のとおり変更しましたので、届出ます。  

保育補助者 

旧 
氏 名  

住 所  

新 

ふりがな 

氏 名 Ｓ・Ｈ     年   月   日生（男・女） 

住 所 〒 
              

新たに雇用する 

保育補助者 

保育補助 

者の要件 

（番号に○） 

１ 保育所又は認定こども園で保育業務に従事経験有 
２ 家庭的保育者または子育て支援員研修を修了した者 
３ 保育に関する 40 時間以上の実習を受けた者 

 ４ 勤務開始後に保育に関する実習を受ける予定である者 
 ※１は在職証明書その２（旧従事先）、 

２、３は研修修了証書または保育補助者実習等修了証明書

の写しを添付してください。 
 誓約 

 ・上記の者は、現在保育士資格を持っておらず、保育士の業務負担軽

減のため、    年  月から当施設において、保育補助業務に従

事します。 

 ・上記の者は下記のとおり、本貸付期間中に保育士資格を取得する予

定です。 

保育士資格 

取得の予定 

（番号に○） 

 １保育士試験受験予定（令和  年  月） 

２指定保育士養成施設 

（在学中・入学予定（令和  年  月）） 

変 更 理 由  

変更年月日           年  月  日 
 
 添付書類 保育補助者の住民票、保育補助者要件を証する書類、変更前の補助者の在職証明書

その２（旧従事先）を提出してください。 



様式第２２－１号  

 貸付番号  第              号  
 
 

辞 退 届 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
 
                   施設所在地 〒 
                                        

 

                   施 設 名               印 
 

電   話 （    ）   － 
 
 

 下記のとおり保育士就職支援資金の貸付を辞退しますので、届出ます。  

貸付金の種別 １ 保育補助者雇上費貸付   

貸付決定金額 

  貸付総額         円  
 
（年額         円） 
 
（月額         円） 

貸付決定期間      年  月分から    年  月分まで 

借用済金額                          円 

借用済期間      年  月分から    年  月分まで 

辞退の時期            年  月から 

辞 退 理 由 

 

 

 



様式第２２－２号  

 貸付番号  第              号  
 
 

辞 退 届 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
 
                   住 所 〒 

 

 
                   氏 名                 印 

              
電 話  （    ）   － 

 
 
 下記のとおり保育士就職支援資金の貸付を辞退しますので、届出ます。  

貸付金の種別 

（番号に○） 
２ 未就学児を持つ保育士の保育料の一部貸付 

４ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

貸付決定金額 

  貸付総額         円  
 
（年額         円） 
 
（月額         円） 

貸付決定期間      年  月分から    年  月分まで 

借用済金額                          円 

借用済期間      年  月分から    年  月分まで 

辞退の時期            年  月から 

辞 退 理 由 

 

 

 



様式第２３号  

 貸付番号  第              号  
 
 

業 務 従 事 先 変 更 届 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
                   住 所 〒 

 

                   氏 名                 印 

 
電 話 （    ）   － 

 

下記のとおり変更しましたので、届出します。  

貸付金の種別 

（番号に○） 

２ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付  

３ 就職準備金貸付 

４ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

新 

従 事 年 月 日  令和  年  月  日 

従事先 

所 在 地  〒 
 

名  称  

職  種  

勤務形態 週   時間勤務 

旧 

従 事 年 月 日      年  月  日から    年  月  日まで 

従事先 

所 在 地  〒 
 

名  称  

職  種  

勤務形態 週   時間勤務 

理 由  

 
 

 備 考 
  新従事先の在職証明書その１（現在の従事先）と旧従事先の在職証明書その２（旧従事先）

を添付してください。 

  新従事先についての市町村保育担当窓口確認票を添付してください。 



様式第２４－１号  

 貸付番号  第              号  
 
 

退 職 届 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 

施設所在地 〒    － 

 

 

施 設 名                  印 

  

 

電   話  （     ）     －  

 
 下記のとおり、退職しましたので、届出ます。 

 

貸 付 金 の 種 別 １ 保育補助者雇上費貸付 

保 育 補 助 者 

住所  

氏名  

退 職 年 月 日        年  月  日 

 

業 務 従 事 期 間 
     

   年  月  日から    年  月  日まで 
  

理 由 

 

 
 備 考 
   在職証明書その２（旧従事先）を添付してください。 



様式第２４－２号  

 貸付番号  第              号  
 
 

退 職 届 
 
                                                              令和  年  月  日 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
                   住 所 〒 

                     

    
                   氏 名                 印 
              

 

電 話 （    ）   － 
 
 下記のとおり、退職しましたので、届出ます。 

 

貸 付 金 の 種 別 

（ 番 号 に ○ ） 

２ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付  

３ 就職準備金貸付 

４ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金 

の一部貸付  

退 職 年 月 日        年  月  日 

業 務 従 事 期 間        年  月  日から    年  月  日まで 

旧従事先 

所 在 地  

名  称  

職  種  

理 由 

（ 番 号 に ○ ） 

１ 妊娠・出産のため 
  今後、保育士として就職する意思： 有 ・ 無  

             復帰予定：  年  月  日 

 

２ その他（下記に具体的に記入してください） 

 
 備 考 
   在職証明書その２（旧従事先）を添付してください。 



様式第２５-１号  

 貸付番号  第              号  
 
 

死 亡 届 
 

 
令和   年   月   日  

 

社会福祉法人 

福岡県社会福祉協議会会長 様 

 

 

施設所在地 〒    － 

 

施 設 名                  印 

  

電   話  （     ）     －  

   

 

下記のとおり、お届けします。  

貸付金の種別 １ 保育補助者雇上費貸付  

保育補助者 

住 所  

氏 名  

死 亡 年 月 日       年  月  日 

死 亡 原 因  

 
備 考  

死亡診断書等、証明書類を添付してください。 
 
 
 



様式第２５-２号  

 貸付番号  第              号  
 
 

死 亡 届 
 

令和   年   月   日  

社会福祉法人 

福岡県社会福祉協議会会長 様 

 

 

保証人住所 〒    － 

 

 

保証人氏名               印 

 

保証人電話 （     ）    －      

 

 

下記のとおり、お届けします。  

貸付金の種別 

（番号に○） 

２ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付  

３ 就職準備金貸付 

４ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

借受者 

住 所  

氏 名  

死 亡 年 月 日       年  月  日 

死 亡 原 因  

業 務 
 

従事先 

所在地  

名 称  
 

備 考 死亡診断書等、証明書類を添付してください。 
 
 
 



様式第２６-１号  

 貸付番号  第              号  
 
 

現 況 届 
 
 

令和   年   月   日  

社会福祉法人 

福岡県社会福祉協議会会長 様 

 

 

 

施設所在地 〒    － 

 

 

施 設 名                  印 

  

 

電   話  （     ）     －  

 

 

 

次のとおり現況について、届出します。 

 

貸付金の種別 １ 保育補助者雇上費貸付  

保育補助者 

住 所  

氏 名  

業 務 
 

従事先 

所 在 地  〒 
 

名  称  

職  種 保育補助業務 

備 考  

 
  

 

 
 
※４月１５日までに提出してください。 



様式第２６-２号  

 貸付番号  第              号  
 
 

現 況 届 
 
 

令和   年   月   日  

社会福祉法人 

福岡県社会福祉協議会会長 様 

 

申請者 住  所 〒    － 

 

 

 

氏  名              印 

                  

 

電  話 （     ）     －      

 

次のとおり現況について、届出します。 

 

貸付金の種別 

（番号に○） 

２ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付  

３ 就職準備金貸付 

４ 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

業 務 
 

従事先 

所 在 地  〒 
 

名  称  

職  種 保育業務  

備 考  

 
 上記のとおり相違ありません。 
 
       令和  年  月  日 
 
                    業務従事先 
 
                      所 在 地 

                      施 設 名 

                      施 設 長 名            印 

 
※４月１５日までに提出してください。 



在 職 証 明 書  

                             その１（現在の従事先） 

社会福祉法人 

福岡県社会福祉協議会会長 様 

   

氏    名                        

 

  生年月日          年   月   日 

 

  住   所                              

 

   上記のものは     年  月  日から当施設において 

 （ 保育業務 ・ 保育補助業務 ）に従事していることを証明する。 

   但し、週の勤務時間は   時間以上である。 

また、     年   月   日～     年   月   日 

については、休業期間中（ 産前、産後、育児 ・ その他 ）である。 

 

               令和   年   月   日 

 

       施設所在地                      
 

       施 設 名                       
 

       施設電話                       
 

       施設長名                 印 

※公印を押印すること 



在 職 証 明 書  
                                その２（旧従事先） 

社会福祉法人 

福岡県社会福祉協議会会長 様 

 
  氏    名                         
 
  生年月日          年   月   日 
 
  住   所                              
 

  上記のものは      年  月  日から     年  月  日 

まで当施設において（ 保育業務 ・ 保育補助業務 ）として従事していた

ことを証明する。 

  但し、週の勤務時間は  時間以上である。 

また、     年   月   日～     年   月   日 

については、休業期間中（ 産前、産後、育児 ・ その他 ）であった。 

 

            令和   年   月   日 

 

       施設所在地                      
 

       施 設 名                       
 

       施設電話                       
 

       施設長名                 印 

 

※公印を押印すること 



保育士就職支援資金振込口座申請書 

 
令和  年  月  日 

 
 社会福祉法人 
 福岡県社会福祉協議会会長 様 
 
 

申出の事由 １：新規    ２：口座の変更 

住  所 
〒     － 
 
 

フリガナ  

氏  名                       印 

 
 
 私は、次のとおり保育士就職支援資金振込口座を（ 申し出 ・ 変更を申し出 ）
ます。 
 
 

振 込 先 

銀 行 名  支店名  

口座の種類 １：普通預金   ２：当座預金 

口 座 番 号  

申請者の 
口座名義 

フリガナ 

 

※預金通帳（口座名義、口座番号の確認ができるもの）の写しを添付のこと 
 



 

 

 

保育補助者実習等修了証明書 

 

 

以下の者については、「保育補助者雇上費貸付事業実施要領」及び「保育補助者雇上強 

化事業実施要領」に規定する「保育に関する 40時間以上の実習を受けた者又はこれと同 

等の知識及び技能があると都道府県等が認める者」として、保育に関する実習等を修了し、

別添②に記載された実習内容について、知識・技能等を充分に身につけた保育補助者である

と認めます。 

 

 

実習等修了者    氏 名               

 

 

記 

 

＜実習等で修了した内容＞ 

１．保育所の役割 

２．子どもの発達 

３．保育の基本 

４．乳幼児の発達と心理 

５．乳幼児の食事と栄養 

６．小児保育 

７．心肺蘇生法 

８．安全の確保とリスクマネージメント 

９．保育所の職業倫理と配慮事項 

10．特別に配慮を要する子どもへの対応 

 

 

            年   月   日 

 

                     証明者名            ○印   

 

※証明者は保育補助者にかかる実習等の責任者や施設長であること 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



福岡県保育士就職支援資金 貸付規程細則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、福岡県保育士就職支援資金貸付規程（以下、「貸付規程」という。）

第２７条の規定に基づき、就職支援資金の貸付けに当たり必要な事項につき定めるこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この細則において使用する用語の意義は、貸付規程において使用する用語の意

義の例による。 

 

（貸付対象者） 

第３条 就職支援資金の貸付対象者は、次の各号に定める要件を備えるものとする。 

一 保育補助者雇上費貸付事業 

 ア 雇用する保育補助者が以下のいずれかに該当する者であること。 

（ア） 保育所又は認定こども園で保育業務に従事した期間がある者 

（イ） 法６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者 

（ウ） 保育に関する４０時間以上の実習を受けた者（勤務開始後に受講予定

の者を含む。） 

イ 貸付申請時において、保育補助者を配置することにより、具体的にどのよう

に保育士の勤務環境が改善されるかについての計画を県社協会長に提出するこ

と。 

ウ 上記イの計画に基づき、保育士の勤務環境改善を行うこと。 

エ 同種の資金を他から受けていないこと。 

二 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 

ア 子どもが保育所等に入所が決定したことが確認できる書類を提出すること。 

イ 同種の資金を他から受けていないこと。 

三 就職準備金貸付事業 

  ア 貸付申請時において就職準備金の使途及びその金額を明示すること。 

  イ 就職準備金の使途は以下に示す保育所等に就職するに当たり必要な費用であ

ること。 

（ア） 保育所等への就職によって転居が伴う場合における転居費用 

（イ） 転居先の賃貸物件の借り上げに伴う礼金や仲介手数料 

（ウ） 保育所等で使用する被服費 

（エ） 保育所等の勤務に復帰するに当たり研修を受けた際の研修費用 

（オ） 保育所等への通勤に要する移動用自転車等の購入費 



（カ） 申請者の子どもが保育所等を利用する際に必要となる費用 

（キ） 子どもの預け先を探す際の活動に必要となる費用 

（ク） その他保育所等への就職に当たって必要と考えられる費用 

ウ 同種の資金を他から受けていないこと。 

四 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 

ア 貸付申請時において次に掲げる書類を提出すること。なお、貸付後、実際に

当該事業を利用した時間及び料金が確認できる書類を提出すること。 

（ア） 子どもが保育所等に入所していることが確認できる書類 

（イ） 保育所等における勤務の時間帯が記載された書類 

（ウ） 子どもの預かり支援に関する事業の利用の時間帯及び料金が記載された

書類 

イ 同種の資金を他から受けていないこと。 

 

（貸付申請の期限） 

第４条 就職支援資金の貸付申請の期限は以下のとおりとする。 

 一 保育補助者雇上費貸付事業 

   保育補助者が保育所に勤務を開始した日から起算して１年間とする。 

 二 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 

   未就学児を持つ保育士が保育所等に勤務を開始した日から起算して１年間とす

る。 

 三 就職準備資金貸付事業 

   潜在保育士が保育所等に勤務を開始した日から起算して１年間とする。 

 

（県、市町村との連携） 

第５条 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付を行う場合は、県社協会長は

県及び市町村と連携し、当該保育士の子どもを保育所等に優先的に入所させるよう調

整等を行うものとする。 

 

（貸付金の限度） 

第６条 就職支援資金の貸付金の限度は以下のとおりとする。 

一 保育補助者雇上費貸付事業 

保育補助者の給与や諸手当のほか、福利厚生費や社会保険料の事業主負担分等

に充当するものでもあるので、貸付金については、貸付規程第５条第１号イに定

める金額の範囲内であれば保育補助者の給与額の如何を問わず、保育補助者雇上

費の貸付けを受ける者の希望する額を貸し付けて差し支えないものとする。 

 

二 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 



保育料の一部貸付に当たっては、貸付を受ける者の子どもの保育料に充当する

場合のみ貸し付けることができるものとする。 

三 就職準備金貸付 

ア 就職準備金は、貸付申請を踏まえ、県社協会長が保育所等への就職に当たっ

て必要と認める額を貸し付けることができるものとする。 

イ 貸付規程第５条第３号アの「福岡県の保育士の有効求人倍率が一定以上の場

合」は、貸付申請日の属する年度の前年度の１月における職業安定業務統計（厚

生労働省）による全国の有効求人倍率を福岡県の保育士（厚生労働省編業務分

類における保育士）の有効求人倍率が超える場合であること。 

四 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 

ア 子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付に当たっては、貸付を受ける者

の子どもの預かり支援に関する事業を利用するために要した費用に充当する場

合のみ貸し付けることができるものとする。 

  イ 貸付の対象となる費用については、事業の利用料金のほか、入会金その他の事

業利用に当たり必要となる費用も含まれること。 

 

（就職支援資金の支払方法） 

第７条 就職支援資金は就職準備金を除き、分割して口座振込により支払うものとする。 

 

（貸付契約の解除） 

第８条 貸付規程第８条第１項に規定する「貸付けの目的を達成する見込みがなくなっ

たと認められるに至ったとき」は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。 

一 保育補助者雇上費貸付事業 

ア 保育補助者が退職し、かつ、直ちに新たな保育補助者の雇上を行わなかった

とき又は新たな保育補助者を雇い上げても、当該保育補助者が保育士資格を取

得することが著しく困難であるとき。 

イ 保育補助者が心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認めら

れるときであって、直ちに新たな保育補助者の雇上を行わなかったとき又は新

たな保育補助者を雇い上げても、当該保育補助者が保育士資格を取得すること

が著しく困難であるとき。 

ウ 保育補助者が死亡し、かつ、直ちに新たな保育補助者の雇上を行わなかった

とき又は新たな保育補助者を雇い上げても、当該保育補助者が保育士資格を取

得することが著しく困難であるとき。 

エ その他保育補助者雇上費貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認めら

れるとき。 

 

二 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 



ア 退職したとき。 

イ 心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

ウ 死亡したとき。 

エ その他保育料の一部貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められる

とき。 

三 就職準備金貸付事業 

ア 退職したとき。 

イ 心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

ウ 死亡したとき。 

エ その他就職準備金貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められると

き。 

四 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 

ア 退職したとき。 

イ 心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

ウ 死亡したとき。 

エ その他子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付の目的を達成する見込み

がなくなったと認められるとき。 

 

（返還債務の当然免除） 

第９条 貸付規程第９条第１項第２号ア、第３号ア、第４号ア、第１０条第１項、第１

２条第１号イ、第２号イ、第３号イ及び第４号イに規定する「その他やむを得ない事

由」は、例えば育児休業等により貸付規程第９条第１項第１号ア、第２号ア、第３号

ア及び第４号アに規定する業務に従事することが困難であると客観的に判断できる

場合であること。 

 

（返還債務の裁量免除） 

第１０条 貸付規程第１３条第１号及び第２号に規定する返還の債務の裁量免除は、相

続人又は貸付規程第７条に規定する連帯保証人へ請求を行ってもなお、返還が困難で

あるなど、県社協会長が真にやむを得ない場合に限り、適用する。 

２ 貸付規程第１３条第３号から第６号に規定する返還の債務の裁量免除は、本貸付事

業が貸付規程第９条に規定する業務に従事した者の定着促進を図るものであること

から、その適用は機械的に行うことなく貸付けを受けた者の状況を十分把握のうえ、

県社協会長の判断により、個別に適用する。ただし、貸付けを受けた期間以上所定の

業務に従事した者であっても、本人の責による事由により免職された者、特別な事情

がなく恣意的に退職した者等については、適用しない。 

３ 裁量免除の額は、事業ごとに以下の算定方法を用いる。 

 一 保育補助者雇上費貸付事業 



貸付を受けた保育所において、保育補助者が貸付規程第９条第１項第１号アの

返還免除対象業務に従事した月数を、保育補助者雇上費の貸付けを受けた月数の

３分の４に相当する月数（この月数が２４に満たない場合は、２４とする。）で除

して得た数値(この数値が１を超えるときは、１とする)を返還の債務の額に乗じ

て得た額とする。 

二 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業 

県内（貸付規程第４条第１号に規定する県内をいう。以下同じ。）において、貸

付規程第９条第１項第２号アの返還免除対象業務に従事した月数を、２４で除し

て得た数値(この数値が１を超えるときは、１とする)を返還の債務の額に乗じて

得た額とする。 

三 就職準備金貸付事業 

県内において、貸付規程第９条第１項第３号アの返還免除対象業務に従事した

月数を、２４で除して得た数値(この数値が１を超えるときは、１とする)を返還

の債務の額に乗じて得た額とする。 

四 未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業 

県内において、貸付規程第９条第１項第４号アの返還免除対象業務に従事した

月数を、２４で除して得た数値(この数値が１を超えるときは、１とする)を返還

の債務の額に乗じて得た額とする。 

 

（貸付台帳の作成） 

第１１条 貸付規程第１８条に規定する貸付の決定を行った者について、氏名、貸付決

定日、貸付額等の貸付台帳を作成し、債権の状況を整理するものとする。 

 

   附 則 

 この細則は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度の貸付対象者に適用する。 

 

附 則 

 この細則は、平成２９年４月１日に改正し、改正後の細則は、平成２８年１０月１１

日から適用する。ただし、保育補助者雇上費貸付、未就学児を持つ保育士に対する保育

料の一部貸付及び就職準備金貸付については、平成２８年１０月１１日以降の貸付対象

者（保育補助者雇上費貸付の場合は保育補助者。以下同じ。）の勤務開始に係る貸付申

請に適用し、平成２８年１０月１０日までの貸付対象者の勤務開始に係る貸付申請は、

なお改正前の細則によることとする。 

 

   附 則 

この細則は、令和２年６月 日から施行し、令和２年度の貸付申請から適用する。 

 



福岡県保育士就職支援資金貸付事業Ｑ＆Ａ 

【共通】 

  

問 平成２９年４月版 の拡充の内容は。 

 

 

（答） 事業ごとに以下のとおりです。 

・ 保育補助者雇上費貸付 

  未就学児を持つ常勤保育士の割合が２割以上の施設が、２人以上の保

育補助者を雇上げる場合、貸付限度額が 221 万 5 千円加算され、年額

516 万 8 千円以内となったこと。 

・ 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 

    貸付対象者の勤務時間が週 20 時間に短縮されたこと。 

・ 就職準備金貸付 

    貸付限度額が 20 万円加算され、40 万円以内となったこと。 

    貸付対象者の勤務時間が週 20 時間に短縮されたこと。 

・未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

（新設） 

 

  

問 拡充内容の対象はいつからとなるか。 

 

 

（答） 事業ごとに以下のとおりとします。 

・保育補助者雇上費貸付 

    平成 28 年 10 月 11 日以降の保育補助者の勤務開始に係る貸付申請 

（これより前の勤務開始は拡充前の貸付内容によります。） 

   ・未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 

    平成 28 年 10 月 11 日以降の貸付対象者の勤務開始に係る貸付申請 

（これより前の勤務開始は拡充前の貸付内容によります。） 

   ・就職準備金貸付 

    平成 28 年 10 月 11 日以降の貸付対象者の勤務開始に係る貸付申請 

（これより前の勤務開始は拡充前の貸付内容によります。） 

・未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

平成 28 年 10 月 11 日以降に貸付要件を満たしている申請 



（貸付対象者の勤務開始日は関係ありません。） 

 

  

問 申請期限はいつまでか。 

 

 

（答） 事業ごとに以下のとおりです。 

・保育補助者雇上費貸付 

    保育補助者の勤務開始から１年以内 

   ・未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付 

    貸付対象者の勤務開始から１年以内 

   ・就職準備金貸付 

    貸付対象者の勤務開始から１年以内 

・未就学児を持つ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付 

なし（貸付申請時に貸付要件を満たしていること） 

 

  

問 勤務する施設が貸付要件に該当するかわからない場合は。 

 

 

（答） 勤務する施設が所在する市町村（指定都市除く）に市町村保育担当窓

口確認票（Ｐ２０）を提出して勤務先要件の確認を受け、申請書類とと

もに県社協に提出してください。確認票はファックス等でのやりとりも

可能です。市町村で確認ができない場合は県社協にご相談ください。 

    また、申請にあたっては、セルフチェックシート（Ｐ２２～２５）を

活用するなど、記載漏れ、添付書類の漏れがないか確認をお願いします。 

 

  (市町村担当者のみなさまへ) 

    貸付手続きにおいて、市町村に協力をお願いするのは、貸付申請時に

おける勤務施設の要件確認を申請者に対して行うことのみです。申請以

降は、県社協と契約者との間で手続きが行われます。 

    市町村におかれましては、手引きの配架、広報紙への掲載等、本事業

の周知においてご協力をお願いします。 

 

【保育補助者雇上費貸付】 



 

 問 保育補助者が県内の他の施設に従事先を変更した場合の取り扱いは。 

 

 

（答） 保育補助者雇上費貸付は、貸付を受けた保育所の保育士の勤務環境改

善を目的としていますので、新たな保育補助者を雇用しなければ、貸付

契約が解除されます。 

新たに雇用するまで、保育補助者がいない月がある場合は貸付を休止

します。保育補助者変更届を行ってください。 

これに対し、未就学児をもつ保育士の保育料の一部貸付と就職準備金

貸付の場合は、保育士自身が借受人ですので、県内（指定都市含む）の

保育所等であれば、貸付契約は継続します。 

 

 

 問 保育補助者が貸付開始後１年で保育士資格を取得した場合、業務を継続

する必要はあるか。 

 

 

（答） 保育補助者が保育士資格を取得した場合、その時点でそれまでの貸付

を受けた債務は当然免除となり、業務の継続にかかわらず、貸付契約は

終了となります。資格取得後の業務従事要件はありません。 

    新たに保育補助者を雇用する場合は、新たに貸付申請を行うこととな

ります。 

 

 

 問 当然免除要件の「当該貸付終了後１年の間に保育士資格を取得すること

が見込まれるとき」とはどのような場合か。 

 

 

（答） 例えば、保育士試験の受験科目が残り１～２科目である場合や既に１

年間指定保育士養成施設に通っている場合です。 

    また、当然免除されれば、貸付契約は終了し、資格取得の結果は問い

ません。 

 



 

 問 保育補助者が貸付期間（３年間）終了まで、勤務した場合の返還債務の

一部免除の取り扱いは。 

 

 

（答） １年以上業務に従事した場合、返還債務の一部が免除される場合があ

りますが、この場合の免除される額の計算式は以下のとおりとなります。 

   ※裁量免除の額＝貸付額×【３６月（従事期間３年）÷（３６月（貸付

期間）×４／３）】＝貸付額×３／４ 

   となり、貸付額の７５％が免除される場合があります。ただし、当然免

除とは異なり、本人の責による免職や恣意的な退職には適用しない等の

制限があります。 

 

【未就学児を持つ保育士の保育料の一部貸付】 

  

問 貸付後に保育料が変更になった場合はどうするのか。 

 

 

（答） 保育料決定通知書の写しを添付して、県社協に貸付変更申請を行って

ください。 

 

  

問 子どもの預け先が保育所等ではない場合は。 

 

 

（答） 貸付対象になりません。 

ただし、勤務開始１年以内であれば、預け先が保育所等になってから

申請することができます。この場合も、貸付期間は勤務開始から１年間

までとなります。 

 

  

問 貸付期間が終了したときの手続きは。 

 

 

（答） 貸付期間（１年以内）が終了した場合、返還猶予申請を行ってくださ

い。この場合の返還猶予期間は勤務開始から２年間となる期間までです。 



    従事期間が２年経過すれば、債務の全部が当然免除となり、途中で従

事しなくなった場合は、債務の一部が免除される場合があります。 

 

  

問 指定都市内（北九州市・福岡市）に転職した場合の手続きは。 

 

 

（答） 貸付対象者は新たに県内（指定都市除く）保育所等に勤務する者です

が、従事期間中に転職等の理由で指定都市内で従事した場合も従事期間

に算入されます。 

業務従事先変更届に新旧従事先の在職証明書と新従事先の市町村保育

担当窓口確認票を添付して提出してください。 

 

【就職準備金貸付】 

  

問 既に勤務を始めているときの手続きは。 

 

 

（答） 期限内の申請であれば、勤務開始後でも受付を行います。この場合、

レシートや領収書、通帳のコピーなどの写しを添付してください。 

 

  

問 貸付を受けた後の手続きは。 

 

 

（答） 就職準備金は１回払いなので、貸付終了となり、業務開始後に返還猶

予申請が必要となります。この場合の返還猶予期間は２年間です。猶予

期間中は毎年４月１５日までに現況届を行ってください。 

    従事期間が２年経過すれば、債務の全部が当然免除となります。 

    もし、途中で従事しなくなった場合も、従事期間が１年以上経過して

いれば、債務の一部が免除される場合があります。 

 

  

問 指定都市内（北九州市・福岡市）に転職した場合の手続きは。 

 

 



（答） 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付の場合と同様の扱い

です。 

     

  

問 未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付との併用は可能か。 

 

 

（答） それぞれの要件に該当すれば可能です。 

 


